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はじめに 

 

福山市の公共交通は，鉄道とバス等によって構成される。鉄道は主に都市間移動を担い，バス

は主に都市内移動を担っている。こうした中，本市においても他都市と同様に，モータリゼーシ

ョンの進展や人口・市街地の周辺への拡大等により，自動車利用の増加が著しく，道路における

交通渋滞の慢性化などの要因により，バスの定時性が損なわれるなど，公共交通機関の中でも，

特にバス利用の減少が深刻化している。 

また，市内におけるバス事業は民間バス事業者で担われている。2002 年（平成 14 年）2 月の需

給調整規制の撤廃に伴い，路線の参入撤退についてはバス事業者の判断による届出制に変更され

た。この結果，利用の少ない不採算路線については，路線の廃止や減便による運行の縮小などが

行われ，また現在でも検討されており，今後，市民生活への影響を懸念しているところである。 

一方，大量輸送性，安全性に優れたバスは，高齢化の進展や環境保護の考えから，社会的に見

直されつつある。 

本市は，こうした状況をふまえ，バス交通網は地域における大切な社会基盤との視点から，現

状と問題点を分析し，地域特性に応じた運行形態や市民に利用しやすい路線の構築など，市民生

活を支える交通手段の確保を図る施策を内容としたバス利用促進策等に関する計画を策定するも

のである。 
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１１１１....    計画策定の目的 
１１１１....１１１１    目的 

本計画は，生活バス交通の現状をふまえ，バス交通網は地域における大切な社会基盤との

視点から，地域特性に応じた多様な運行形態や市民に利用しやすい路線の構築など，市民生

活を支える移動手段の確保を図ることを目的とする。 

 

１１１１....２２２２    計画策定フロー 

本計画は，現況分析やアンケート調査結果から生活バス交通の課題を整理し，その課題へ

の対応策を検討し，結果をとりまとめるものである。 

本計画の策定フローを以下に示す。 

 

公共交通公共交通公共交通公共交通・・・・生活生活生活生活バスバスバスバス交通交通交通交通
のののの現状現状現状現状およびおよびおよびおよび課題課題課題課題のののの整理整理整理整理

計画計画計画計画（（（（案案案案））））のののの検討検討検討検討

個別施策個別施策個別施策個別施策のののの検討検討検討検討

今後今後今後今後のののの取組方針取組方針取組方針取組方針

生活生活生活生活バスバスバスバス交通交通交通交通利用促進利用促進利用促進利用促進

計画計画計画計画のののの策定策定策定策定

第三次福山市総合計

画，その他の関連計画

生活生活生活生活バスバスバスバス交通交通交通交通のののの現状現状現状現状
及及及及びびびび課題課題課題課題のののの整理整理整理整理

バス利用状況の把握

交通ニーズの把握

＜アンケート調査等＞

アンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果のののの集計集計集計集計

計画策定計画策定計画策定計画策定のののの考考考考ええええ方整理方整理方整理方整理

先進事例先進事例先進事例先進事例のののの研究研究研究研究（（（（資料資料資料資料））））

意見募集意見募集意見募集意見募集

 

図 計画策定フロー 
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２２２２....    計画策定の背景 
２２２２....１１１１    全国の公共交通の現状 

（１） 公共交通利用者の減少 

モータリゼーションの進展や少子高齢化の進展などにみられる社会背景の変化に伴い，

公共交通の利用者は減少を続けている。特にバス利用者の減少は著しく，それに伴い公

共交通事業者の事業環境は厳しくなり，路線の廃止や運行回数の減少による公共交通サ

ービスの低下がおこっている。 

このような状況の中で自治体は，路線の廃止に伴う空白地区の発生や自動車交通の進

展に伴う環境負荷の増大など，新たな課題への対応が求められている。 

 

�公共交通不便・空白地域の発生

�移動制約者の増加

�交通渋滞の慢性化

�環境負荷の増大

自治体自治体自治体自治体をををを取巻取巻取巻取巻くくくく状況状況状況状況

� バスの運行回数の減少などに
伴い、公共交通機関を利用した
移動が不便になっている

� 利用者の減少などによる事業環
境の悪化

� バス路線の参入退出が容易に

公共交通事業者公共交通事業者公共交通事業者公共交通事業者のののの状況状況状況状況

利用者利用者利用者利用者のののの減少減少減少減少

地域住民地域住民地域住民地域住民のおかれたのおかれたのおかれたのおかれた状況状況状況状況

■社会背景の変化等
� モータリゼーションの進展
� 人口・市街地のドーナツ化
� 少子・高齢社会の進展
� 乗合バスの規制緩和等

 

図 公共交通利用者の減少 

 

（２） 乗合バス規制緩和について 

2002 年（平成 14 年）2 月に需給調整規制の廃止等を内容とする改正道路運送法が施行

され，路線の退出は従前の許可制から事前届出制へ緩和された。 

需給調整規制の撤廃後，市場の活性化や利用者利便性向上が進みつつあるが，地方に

おいては，路線バスの廃止・縮小が行われている。 
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２２２２....２２２２    福山市の公共交通の現状 

本市の公共交通は，主に鉄道路線とバス路線によって構成されている。鉄道路線は主に都

市間輸送としての機能を担っており，バス路線は都市内輸送としての機能を担っている。 

 

（１） 鉄道利用者の推移 

2002 年度（平成 14 年度）まで減少傾向にあったが，2003年度（平成 15年度）は前年

度よりも増加している。 

 
※山陽本線の対象駅は，大門，東福山，備後赤坂，松永 

※福塩線の対象駅は，備後本庄，横尾，神辺，湯田村，道上，万能倉，駅家，近田，戸手，上戸手，新市 

資料：統計「ふくやま」 

図 鉄道利用者の推移 

 

（２） バス利用者の推移 

モータリゼーションの進展等を背景に，バス利用者が減少傾向にあり，全国・広島県

と比較しても，減少傾向は顕著である。 

 

資料：統計「ふくやま」 

図 バス利用者の推移 
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（３） バス運輸状況の推移 

営業キロ数の変化は少ないが，走行キロ数が減少している。このことから，バスの運

行回数の減少がうかがえる。 

また，バスの利用者は減少傾向を示し，なかでも定期外利用の落ち込みが著しい。 

 

 

資料：統計「ふくやま」 

図 福山市のバス運輸状況の推移 
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（４） 福山市のバス路線運行状況 

バス路線は，福山駅を中心に放射状に広がり，市内のほぼ全域を網羅している。 

駅と周辺中心部を結ぶ一部路線では，バス事業者による自主運行もあるが，多くは国・

県・市の補助等により路線を維持している状況であり，郊外部においては，路線廃止後，

本市による委託運行が行われている地域もある。 

 

 

 

図 福山市のバス路線運行状況（2003 年度（平成 15 年度）） 
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２２２２....３３３３    生活バス交通を取り巻く現状 

（１） 社会環境の変化によるバス利用者の減少 

バス利用者の減少に伴い，バス事業者の経営状況が悪化し，路線の休廃止や減便等が

行われている。こうしたバスサービスの低下は，自動車利用を中心としたライフスタイ

ルへの転換を加速させ，バス利用者がさらに減少している。 

このような悪循環は，高齢者など移動に制約を伴う人の移動手段を奪うだけでなく，

自動車の増加による渋滞問題や環境問題，人口・市街地のドーナツ化に伴う中心市街地

の衰退など，都市問題の深刻化に対しても影響を及ぼしている。 

モータリゼー
ションの進展 バス利用者

の減少

休廃止や減便に
よる運行回数の
減少など

自動車利用
を中心とした
ライフスタイ
ルへの転換

自動車保有
台数の増加

都市構造の
変化

人口・市街地
のドーナツ化
（市街地の人
口低密度化）

郊外への大
型小売店舗
の立地

「高齢社会の到来」＋
「公共交通の利便性の低下」
＝「移動制約者の増加」

乗合バス
規制緩和

退出が許可制か
ら事前届出制に

人口の
高齢化

交通渋滞の発生

 

図 社会環境の変化によるバス利用者の減少 

 

（２） 乗用車保有台数の推移 

本市の世帯当りの乗用車保有台数は増加傾向にあり，全国平均及び広島県平均よりも

高い。このことから，自動車への依存度が高いことがうかがえる。 

 
※乗用車保有台数（普通＋軽）／世帯数で算出 

※福山市は，市町村合併動向を考慮し，福山市，新市町，内海町，沼隈町，神辺町の合計値を使用 

※資料：自動車検査登録協会，全国軽自動車協会連合会，総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」 
 

図 世帯当りの自動車保有台数の推移 
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（３） 人口・市街地のドーナツ化 

市中心部及び周辺部では人口が減少しており，人口・市街地のドーナツ化が進んでい

る。一方，大規模小売店舗は，1995年（平成 7年）以降，中心部から離れた人口増加地

区に多く立地している。 

また，近年，病院・公共施設等の郊外立地も見られ，これらの状況から，現状の駅を

中心としたバス路線の見直しを検討する必要があると思われる。 

 

資料：住民基本台帳，全国大型小売店総覧 2005 

図 町別人口密度増減（1995 年(平成 7 年)→2005 年(平成 17 年)） 

開設年別大規模小売店
（店舗面積5000m2以上）

1995年以降
1995年より前

人口増減率
（2005年/1995年）

10％以上の増加
0～10％の増加
減少

開設年別大規模小売店
（店舗面積5000㎡以上）

1995(H7)年以降
1995(H7)年より前

人口増減率
（2005(H17)年/1995(H7)年）

10％以上の増加
0～10％の増加
減少

開設年別大規模小売店
（店舗面積5000㎡以上）

1995(H7)年以降
1995(H7)年より前

人口増減率
（2005(H17)年/1995(H7)年）

10％以上の増加
0～10％の増加
減少
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（４） 交通渋滞の発生 

芦田川，内港等により地理的に道路が制約され，また東西軸が国道 2 号のみであると

いう道路構成等から，市中心部への流出入交通に交通渋滞が発生しており，バスの定時

性に影響を与えていると思われる。 

 

表 福山都市圏交通円滑化総合計画推進委員会の調査による主要渋滞ポイントの状況 

主要渋滞ポイント 渋滞長 通過時間 

神島橋西詰交差点 1,700m 15分 

府中分かれ交差点 350m 3分 

明神交差点 920m 10 分 

横尾交差点 550m 4 分 

市民病院入口交差点 1,000m 10 分 

入江大橋北詰交差点 1,500m 18分 

洗谷交差点 3,150m 18分 

※2004 年(平成 16 年)11 月調査 

※表中の渋滞長は 6:00～10:00 の最大渋滞長 

 

 

（５） 人口の高齢化 

高齢化人口比率は，全国的な傾向と同じく年々高くなっており，1990 年代の後半から

は「高齢社会」となっている。今後はさらに高くなるものと推測され，マイカー利用だ

けには依存できない社会の到来が予測される。 

 

 

※2010 年（平成 22 年）以降の人口は，2000 年（平成 12 年）の人口をもとに算出した将来推計人口 

※福山市については，合併動向を考慮して，各年において内海町，新市町，沼隈町，神辺町と合算している。 

資料：総務省自治行政局「住民基本台帳人口要覧」，国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計 

 

図 高齢化人口比率の推移 
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実績値 2003年 推計値
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２２２２....４４４４    現状からみた生活バス交通の課題 

これまでに整理した「生活バス交通を取り巻く現状」より，下図に示すような課題が導き

出される。 

これらの課題に対し，生活バス交通の果たす役割は大きいことから，生活バス交通の利用

を促進するための取り組みが必要である。 

モータリ

ゼーション

の進展

交通渋滞

の発生

人口・市街

地のドーナ

ツ化

人口の

高齢化

生活生活生活生活バスバスバスバス交通交通交通交通のののの課題課題課題課題

市民市民市民市民のののの移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確保確保確保確保

・誰もが利用できる移動手段の確保

交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの緩和緩和緩和緩和
・大量輸送による，効率的な交通体

系の形成

高齢社会等高齢社会等高齢社会等高齢社会等へのへのへのへの対応対応対応対応

・安全かつ安心して移動できる交通

体系の確立

環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの軽減軽減軽減軽減

・環境負荷の少ない交通手段への

転換促進

 

図 生活バス交通の課題 

 

２２２２....５５５５    生活バス交通に関するこれまでの取り組み 

本市では生活バス交通の活性化支援及び利用促進として，これまでも以下に示すような各

種の対策を実施してきたが，各対策の効果は確認できたものの，バスの利用者減少に歯止め

をかけるまでに至っていない。 

�バスバスバスバス運行対策費福山市補助金運行対策費福山市補助金運行対策費福山市補助金運行対策費福山市補助金

国・県・市は，特定の要件を満たした路線に補助金を交付

財政的

支援

�県東部路線県東部路線県東部路線県東部路線バスバスバスバス活性化対策協議会活性化対策協議会活性化対策協議会活性化対策協議会（（（（1992199219921992年度年度年度年度((((平成平成平成平成4444年度年度年度年度）～））～））～））～）

バス事業者・行政が連携し，利用促進事業を実施
利用促進

�福山都市圏交通円滑化総合計画推進委員会福山都市圏交通円滑化総合計画推進委員会福山都市圏交通円滑化総合計画推進委員会福山都市圏交通円滑化総合計画推進委員会
（（（（2002200220022002年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成14141414年度年度年度年度）～））～））～））～）

【社会実験】

パーク＆ライド，中心部ループバス，バスロケーションシステム，ノーマイカーデー等

【市民啓発】

交通フォーラム等

渋滞対策

環境対策

�高齢者優待交通助成費高齢者優待交通助成費高齢者優待交通助成費高齢者優待交通助成費・・・・・・・・・・・・等等等等その他

路線維持

�福山地域生活福山地域生活福山地域生活福山地域生活バスバスバスバス交通等確保計画策定協議会交通等確保計画策定協議会交通等確保計画策定協議会交通等確保計画策定協議会

（（（（2001200120012001年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成13131313年度年度年度年度）～））～））～））～）

広域的（複数市町を跨ぐ）な路線バスの確保計画の策定
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３３３３....    アンケート結果について 
３３３３....１１１１    アンケート調査の実施概要 

（１） 調査目的 

市民のバス利用実態およびバス利用意向を調査し，分析を行うことで，地域の基礎的

バス交通ニーズ（潜在ニーズ）を把握し，計画策定の基礎資料とすることを目的に実施

したものである。 

 

（２） 調査仕様 

① 調査対象 

本市および神辺町に住民登録されている 16 歳以上の男女 5,500名（うち神辺町 500

名）を無作為に抽出し，その同居人を含め概ね 11,000名（うち神辺町 1,000名）を対

象とした。 

なお，本調査は，2006年（平成 18年）3月に本市との合併が予定されていた神辺町

においても一体的な計画に基づくまちづくりが必要であることから，同様の調査協力

を依頼した。 

 

② 調査方法 

郵送により調査票を配布・回収した。配布時には返信用封筒（切手不要）を同封し，

回収率の向上を図った。 

 

③ 調査期間 

2005年(平成 17年)9月 17 日（土）～2005年(平成 17年)9月 30日（金） 

 

④ 調査項目 

調査項目は以下の 8 項目である。 

 

 

 

 

１ 回答者属性 

２ バス利用の有無 

３ バスの利用状況等 

４ バスを利用していない人の利用意向等 

５ バス交通の必要性について 

６ バス交通の維持・確保について 

７ 利用しやすいバス路線について 

８ バス交通に対する意見 



 

 

12

（３） 回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 集計方法 

地域特性を把握するため，全体集計と併せ，「地域ブロック区分別分類」「人口密度区

分別分類」でクロス集計を行った。 

 

① 地域ブロック区分 

地域ブロックは，福山市都市計画マスタープラン（1995年度（平成 7年度）～2005

年度（平成 17 年度））における地域区分や，市町村合併前の行政区域を基本とし決定

した。 

なお，沼隈地域（旧沼隈町内）と内海地域（旧内海町内）については，地理的条件

等から同一ブロックとしている。また，熊野小学校区については，バス路線との関わ

りから沼隈地域・内海地域と同一ブロックとしている。 

 

図 地域ブロック区分図 

発送数 11,000票（5,500世帯） 

回収数  4,950票（2,475 世帯） 

白票    547 票 

有効回収数  4,403 票（2,475 世帯） 

有効回収率   40.0％（45.0％） 

神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺

南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２南部南部南部南部２２２２

南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１南部南部南部南部１１１１

東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部東部

北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１北部北部北部北部１１１１

中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央

西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部西部

北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２北部北部北部北部２２２２
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② 人口密度区分 

人口密度区分は，潜在的なバス需要が多い地域とそうでない地域で，バス利用実態

やバス交通に対する考え方がどのように異なるのかを把握することを目的として，対

象地域を人口密度に応じて 3地域に区分したものである。 

区分の指標として人口密度を用いたのは，バスの潜在的需要が人口密度に概ね比例

していると考えられるからである。ここでは，区分と人口密度との対応を以下のよう

に整理した。 

 

区分 人口密度（人／km2） 

住宅地域 
中心部住宅地域 

4,000 以上 

2,000～4,000 

近郊住宅地域 500～2,000 

郊外地域 500未満 

 

 

図 人口密度区分図 
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本郷

本郷

本郷

東村

東村

東村

東村

東村

東村

東村

東村

東村

今津

今津

今津

今津

今津

今津

今津

今津

今津

松永

松永

松永

松永

松永

松永

松永

松永

松永

柳津

柳津

柳津

柳津

柳津

柳津

柳津

柳津

柳津

金江

金江

金江

金江

金江

金江

金江

金江

金江

藤江

藤江

藤江

藤江

藤江

藤江

藤江

藤江

藤江

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

伊勢丘

曙

曙

曙

曙

曙

曙

曙

曙

曙

新涯

新涯

新涯

新涯

新涯

新涯

新涯

新涯

新涯

多治米

多治米

多治米

多治米

多治米

多治米

多治米

多治米

多治米

旭丘

旭丘

旭丘

旭丘

旭丘

旭丘

旭丘

旭丘

旭丘

有磨

有磨

有磨

有磨

有磨

有磨

有磨

有磨

有磨

福相

福相

福相

福相

福相

福相

福相

福相

福相

広瀬

広瀬

広瀬

広瀬

広瀬

広瀬

広瀬

広瀬

広瀬

加茂

加茂

加茂

加茂

加茂

加茂

加茂

加茂

加茂

宜山

宜山

宜山

宜山

宜山

宜山

宜山

宜山

宜山

駅家

駅家

駅家

駅家

駅家

駅家

駅家

駅家

駅家

服部

服部

服部

服部

服部

服部

服部

服部

服部

桜丘

桜丘

桜丘

桜丘

桜丘

桜丘

桜丘

桜丘

桜丘

緑丘

緑丘

緑丘

緑丘

緑丘

緑丘

緑丘

緑丘

緑丘

長浜

長浜

長浜

長浜

長浜

長浜

長浜

長浜

長浜

駅家東

駅家東

駅家東

駅家東

駅家東

駅家東

駅家東

駅家東

駅家東

西深津

西深津

西深津

西深津

西深津

西深津

西深津

西深津

西深津

野々浜

野々浜

野々浜

野々浜

野々浜

野々浜

野々浜

野々浜

野々浜

幕山

幕山

幕山

幕山

幕山

幕山

幕山

幕山

幕山

久松台

久松台

久松台

久松台

久松台

久松台

久松台

久松台

久松台

山手

山手

山手

山手

山手

山手

山手

山手

山手

日吉台

日吉台

日吉台

日吉台

日吉台

日吉台

日吉台

日吉台

日吉台

川口東

川口東

川口東

川口東

川口東

川口東

川口東

川口東

川口東

駅家西

駅家西

駅家西

駅家西

駅家西

駅家西

駅家西

駅家西

駅家西

大谷台

大谷台

大谷台

大谷台

大谷台

大谷台

大谷台

大谷台

大谷台

明王台

明王台

明王台

明王台

明王台

明王台

明王台

明王台

明王台

内浦

内浦

内浦

内浦

内浦

内浦

内浦

内浦

内浦

内海

内海

内海

内海

内海

内海

内海

内海

内海

常金丸

常金丸

常金丸

常金丸

常金丸

常金丸

常金丸

常金丸

常金丸

網引

網引

網引

網引

網引

網引

網引

網引

網引

新市

新市

新市

新市

新市

新市

新市

新市

新市

戸手

戸手

戸手

戸手

戸手

戸手

戸手

戸手

戸手

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

御野

御野

御野

御野

御野

御野

御野

御野

御野

竹尋

竹尋

竹尋

竹尋

竹尋

竹尋

竹尋

竹尋

竹尋

山南

山南

山南

山南

山南

山南

山南

山南

山南

中条

中条

中条

中条

中条

中条

中条

中条

中条

道上

道上

道上

道上

道上

道上

道上

道上

道上

常石

常石

常石

常石

常石

常石

常石

常石

常石

千年

千年

千年

千年

千年

千年

千年

千年

千年

能登原

能登原

能登原

能登原

能登原

能登原

能登原

能登原

能登原

湯田

湯田

湯田

湯田

湯田

湯田

湯田

湯田

湯田

山野

山野

山野

山野

山野

山野

山野

山野

山野

小学校区別人口密度（人／km2）
（括弧内は該当地区数）

4,000以上   (20)
2,000以上　4,000未満  (11)

500以上　2,000未満  (27)
500未満   (20)

小学校区別人口密度（人／k㎡）
（括弧内は該当地区数）

4,000以上 (20)
2,000以上 4,000未満 (11)
500以上 2,000未満 (27)
500未満 (20)

小学校区別人口密度（人／k㎡）
（括弧内は該当地区数）

4,000以上 (20)
2,000以上 4,000未満 (11)
500以上 2,000未満 (27)
500未満 (20)
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３３３３....２２２２    調査結果の概要 

（１） 回答者属性 

① 回答者の居住地と性別 

各ブロックより，人口バランスにほぼ等しい割合で回答が得られている。性別は女

性の比率がやや高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 回答者の居住地（地域ブロック区分別）   図 回答者の性別（全体集計） 

 

② 回答者の年齢 

50歳以上の回答者が全体の約 6割を占めており，総人口の年齢分布に比べ回答者の

年齢分布が高くなっている。 

 

図 回答者の年齢（全体集計） 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16-

19

20-

24

25-

29

30-

34

35-

39

40-

44

45-

49

50-

54

55-

59

60-

64

65-

69

70-

74

75-

79

80-

84

85-

89

90-

94

95-

総人口

回答者

(総数=4,403)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ブロック別

回答者数割合

(総数=4,359)

※無回答を

除く比率

ブロック別

総人口割合

(総数=461,959)

中央

東部

西部

南部１

南部２

北部１

北部２

神辺

N=4,403

女性;

2,634;

(60%)

男性;

1,740;

(40%)

無回答;

29; (1%)
(総数=4,403)
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（２） バスの利用の有無 

① 日頃のバス利用状況 

日頃バスを利用している人の割合は，19％である。地域ブロック区分別では，南部

地域で利用者の割合が比較的高くなっている。 

 

図 日頃のバス利用状況（全体集計） 

 

 

図 日頃のバス利用状況（地域ブロック区分別） 

西部西部西部西部西部西部西部西部西部

南部１南部１南部１南部１南部１南部１南部１南部１南部１

北部１北部１北部１北部１北部１北部１北部１北部１北部１

神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺

東部東部東部東部東部東部東部東部東部

中央中央中央中央中央中央中央中央中央

南部２南部２南部２南部２南部２南部２南部２南部２南部２

北部２北部２北部２北部２北部２北部２北部２北部２北部２

11.4%11.4%11.4%11.4%11.4%11.4%11.4%11.4%11.4%

32.5%32.5%32.5%32.5%32.5%32.5%32.5%32.5%32.5%

14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%14.9%

8.4%8.4%8.4%8.4%8.4%8.4%8.4%8.4%8.4%

18.6%18.6%18.6%18.6%18.6%18.6%18.6%18.6%18.6%

22.2%22.2%22.2%22.2%22.2%22.2%22.2%22.2%22.2%

25.6%25.6%25.6%25.6%25.6%25.6%25.6%25.6%25.6%

17.7%17.7%17.7%17.7%17.7%17.7%17.7%17.7%17.7%

日頃バスを

利用してい

ない;

3,564;

(81%)

日頃バスを

利用してい

る; 838;

(19%)

無回答; 1;

(0%)

(総数=4,403)

利用する
（％）

30以上
20  ～ 30
10  ～ 20
0  ～ 10
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② 日頃バスを利用していない人の主な交通手段 

日頃バスを利用していない人の交通手段は，自動車が最も多く，次いで自転車，徒

歩と挙げられている。 

 

図 日頃の主な交通手段（複数回答）（全体集計） 

 

（３） バス利用の流動 

① バス利用者の流動（利用人日／年） 

ブロック内での移動が 45％である。ブロック間移動では中央ブロックと各ブロック

間の流動が多く，中央・東部間が最も多い。 

■移動の内訳

ブロック内移動量;

17,898; (45%)

ブロック間移動量;

22,008; (55%)

中央中央中央中央中央中央中央中央中央
東部東部東部東部東部東部東部東部東部

神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺神辺
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4,000以上
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2,000 ～ 3,000
1,000 ～ 2,000

1 ～ 1,000
0

ブロック間移動の内訳

図 バス利用者の流動（地域ブロック区分別） 

72.6%

33.7%

24.4%

20.8%

12.2%

11.7%

8.9%

0.8%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

自動車（自分で運転）

自転車

自動車（自分以外が運転）

徒歩

鉄道

タクシー

バイク・原付

その他

無回答
(総数=3,564) 
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② 非バス利用者で今後バスサービスが改善されれば，バスを利用したいと思っている人

の流動意向（利用人日／年） 

ブロック内での移動が 50％である。ブロック間移動では中央ブロックと各ブロック

間の流動が多く，中央・東部間が最も多い。 

■移動の内訳

ブロック内移

動量; 30,024;

(50%)

ブロック間移

動量; 30,364;

(50%)
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1 ～ 1,000
0

208
208
208
208
208
208
208
208
208

ブロック間移動の内訳

図 非バス利用者の流動意向（地域ブロック区分別） 

 

 

③ 利用しやすいバス路線について 

「福山駅での乗り換えを必要としない路線」が最も多い。 

 

図 あれば良いと思う路線（複数回答）（全体集計） 

40.7%

31.3%

21.6%

18.0%

16.6%

13.2%

20.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

福山駅での乗り換えを

必要としない路線

各方面に乗り換えが

できる停留所

最寄の鉄道駅の近隣地域を

循環する路線

最寄鉄道駅を経由する路線

福山駅周辺を巡回する路線

その他

無回答
(総数=4,403) 
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（４） バスについて改善した方が良いと思っている点 

① バス利用者が改善した方が良いと思っている点 

「運行本数が少ない」が最も多く，次いで「終便が早い」「バス停施設が不十分」が

挙げられている。全体の 35％が「サービスが改善された場合に利用回数が増える」と

回答している。 

42.7%

25.3%

23.6%

21.8%

20.5%

14.3%

14.1%

11.5%

7.3%

7.0%

5.5%

5.3%

5.0%

4.9%

10.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

運行本数が少ない

終便が早い

バス停にベンチ・上屋がない

運賃が高い

バス停でバスの遅れがわからない

バスの発着時間が不正確

希望する路線がない

路線網や運行時刻がわかりにくい

車両の乗降がしづらい

始発が遅い

バス停が遠い

バスで行くと乗り換えが多い

目的地まで時間がかかる

その他

無回答

■サービス改善による

利用回数の変化

改善された場合、

利用回数は？

(総数=838)

（総数=838）

利用回数

は変わらな

い; 408;

(49%)

利用回数

が増える;

296; (35%)

無回答;

134; (16%)

改善内容

P.19

図 バスについて改善したほうがよいと思う点（複数回答・最大 3 つまで）（全体集計） 

 

 

② 非バス利用者がバスを利用していない理由 

バスを利用していない理由としては，「目的地まで時間がかかる」が最も多く，次い

で「運行本数が少ない」が挙げられている。全体の 34％が「サービスが改善されれば

利用する」と回答している。 

30.6%

30.6%

24.1%

22.5%

20.5%

19.3%

14.0%

13.2%

9.2%

7.7%

7.4%

3.3%

3.3%

1.8%

17.8%

2.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

目的地まで時間がかかる

運行本数が少ない

バスで行くと乗り換えが多い

運賃が高い

希望する路線がない

目的地が近いため

バス停が遠い

路線網や運行時刻がわかりにくい

バスの発着時間が不正確

バス停でバスの遅れ具合がわからない

終便が早い

バス停にベンチ・上屋がない

車両の乗降がしづらい

始発が遅い

その他

無回答

■サービスが改善され

た場合の利用意向

(総数=3,564)

（総数=3,564）

無回答;

50; (1%) 利用する;

1,223;

(34%)

利用しな

い; 2,291;

(64%)

改善内容

P.19

改善された場合、

利用するか？

図 バスを利用しない理由（複数回答・最大 3 つまで）（全体集計） 
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③ 改善すれば利用が伸びると回答した項目 

下図において，左側の表はバス利用者のうち「サービスが改善されれば利用回数が

増える」と回答した人が「改善した方が良いと思う点」として選択した項目を，回答

数が多い順に示したものである。上位に挙げられている項目は，バス利用者のバス離

れに歯止めをかけ，利用回数を増加させるために改善が必要な項目と言える。 

一方，右側の表は「現在バスを利用していないが，サービスが改善されればバスを

利用する」と回答した人が「改善した方が良いと思う点」として選択した項目を，回

答数が多い順に示したものである。上位に挙げられている項目は，バスを利用してい

ない人をバス利用に転換させるため（潜在需要を喚起するため）に改善が必要な項目

と言える。 

 

■バス利用者のうち、改善されればさらに

バス利用が増加すると回答した項目

■非バス利用者のうち、改善されれば

バスを利用すると回答した項目

バスの利用促進に効果

改善した方が良いと思う点 回答数 割合

運行本数が少ない 176 59.5%

終便が早い 99 33.4%

運賃が高い 76 25.7%

バス停にベンチ・上屋がない 61 20.6%

希望する路線がない 57 19.3%

バス停でバスの遅れがわからない 56 18.9%

バスの発着時間が不正確 44 14.9%

路線網や運行時刻がわかりにくい 38 12.8%

始発が遅い 31 10.5%

車両の乗降がしづらい 28 9.5%

バスで行くと乗り換えが多い 19 6.4%

目的地まで時間がかかる 19 6.4%

バス停が遠い 15 5.1%

その他 16 5.4%

無回答 3 1.0%

該当者 296 100%

回答者 293 99.0%

無回答 3 1.0%

改善した方が良いと思う点 回答数 割合

運行本数が少ない 497 40.6%

運賃が高い 359 29.4%

希望する路線がない 304 24.9%

目的地まで時間がかかる 295 24.1%

バスで行くと乗り換えが多い 283 23.1%

バス停が遠い 214 17.5%

目的地が近いため 201 16.4%

路線網や運行時刻がわかりにくい 200 16.4%

終便が早い 134 11.0%

バスの発着時間が不正確 128 10.5%

バス停でバスの遅れ具合がわからない 111 9.1%

バス停にベンチ・上屋がない 50 4.1%

車両の乗降がしづらい 44 3.6%

始発が遅い 31 2.5%

その他 149 12.2%

無回答 11 0.9%

該当者 1,223 100%

回答者 1,212 99.1%

無回答 11 0.9%

 

図 バス利用促進のために改善が必要な項目（複数回答・最大 3 つまで） 
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（５） バス交通の必要性について 

高齢社会がますます進展する中，バスがなくなった場合について，人口密度区分別に

比較すると，郊外地域では「バスに代わる移動手段がなければ困る」の割合が他の地域

よりも若干高い。 

 

図 進展する高齢社会におけるバスがなくなった場合の考え（人口密度区分別） 

 

 

 

（６） バス交通の維持・確保について 

赤字のバス路線維持のための負担のあり方については，「行政・利用者・沿線住民で負

担する」が最も多く，32％である。 

 

 

図 赤字のバス路線維持のための負担のあり方について（全体集計） 

 

 

 

 

 

行政が負担する

（税金）; 1,377;

(31%)

行政・利用者・

沿線住民で負担

する; 1,430;

(32%)

沿線住民などが

負担する; 76;

(2%)

利用者が負担

する; 505; (11%)

廃止もやむを得

ない; 666; (15%)

その他; 130;

(3%)

無回答; 219;

(5%)

40.1%

40.6%

36.1%

43.1%

41.0%

47.7%

9.5%

10.5%

9.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中心部住宅地域

近郊住宅地域

郊外地域

バス交通がなければ困る

バスに代わる移動手段がなければ困る

なくなるのもやむを得ない

バス交通等が特になくてもよい

その他

無回答 (総数=4,403) 

(総数=4,403) 
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４４４４....    計画策定の基本的な考え方 
４４４４....１１１１    バス交通ビジョン及び基本方針 

本計画は，生活バス交通の現状をふまえ，バス交通網は地域における大切な社会基盤との

視点から，地域特性に応じた多様な運行形態や市民に利用しやすい路線の構築など，市民生

活を支える移動手段の確保を図ることを目的としている。この目的の達成に向け，バス交通

ビジョンを以下のように設定した。 

 

○バス交通ビジョン 

 

 

 

 

 

バス交通ビジョンを実現するための基本方針を以下のように設定した。 

 

○基本方針 

 

 

 

 

 

 

①は，ゾーンバスシステムを中心とした，それぞれの地域に応じたバス運行形態等を導入

することにより，効率的・有機的に機能するバス路線網の構築を目指すものである。 

②は，現行路線の維持を基本に，バス事業者から廃止の申し出があった場合の対応フロー

や，利用が少なく廃止になりかねない路線を公表することで，地域の協力を得ながら利用促

進につなげていく方策などを検討するものである。 

③は，本市の特性に沿って，費用対効果に応じた利用促進策の導入を検討するものである。 

 

「「「「地域特性地域特性地域特性地域特性にににに応応応応じたじたじたじた運行方法運行方法運行方法運行方法によるによるによるによる    

市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・行政行政行政行政のみんなでのみんなでのみんなでのみんなで支支支支ええええ育育育育てるてるてるてる生活生活生活生活バスバスバスバス交通交通交通交通」」」」    

①①①①効率的効率的効率的効率的でででで利用利用利用利用しやすいバスしやすいバスしやすいバスしやすいバス路線体系路線体系路線体系路線体系のののの構築構築構築構築    

②②②②市民生活市民生活市民生活市民生活をををを支支支支えるえるえるえる移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確保確保確保確保    

③③③③利用促進施策利用促進施策利用促進施策利用促進施策のののの推進推進推進推進 
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４４４４....２２２２    協働の考え方 

福山市協働のまちづくり指針では，市民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し，まち

づくりに取り組むことの必要性が示されている。 

 

市民活動が促進されるよう補助・助成
制度，市民活動基金など財政的支援
や人的支援，活動の拠点，情報の共
有化，ネットワーク化など環境の整備
を行います。

行行行行 政政政政

機動性，専門性を発揮し，
社会的課題の解決に向けた
取り組みを行います。

市民一人ひとりが自分たち
がまちづくりの主役・演出家
である認識と自覚を持ちま
す。

市市市市 民民民民

（（（（ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア・NPONPONPONPO等等等等））））

機動性，専門性を発揮し，
社会的課題の解決に向けた
取り組みを行います。

事業者事業者事業者事業者（（（（企業等企業等企業等企業等））））

 

図 福山市協働のまちづくり指針に基づく考え方 

 

 

福山市協働のまちづくり指針に基づく協働の考え方により，それぞれが相互に補完し

ながら生活バス交通の維持・発展に努めることとする。 

 

バス交通のビジョンに基づき，市民や
事業者とともに，利用促進策に取り組
むなどバス交通をつくり，育てる体制の
中で，公共交通に対する必要な支援を
行う。

行行行行 政政政政

公共交通の担い手として，そ
の専門性を発揮し，利用者
サービスの向上を図るととも
に，効率的な運行に努める。

まちづくりの観点から住民自
ら地域の移動手段の確保や
利用促進に努める。

市市市市 民民民民

（（（（ボランティアボランティアボランティアボランティア，ＮＰＯ，ＮＰＯ，ＮＰＯ，ＮＰＯ等等等等））））
バスバスバスバス事業者事業者事業者事業者

 

図 バス交通における協働のあり方 
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５５５５....    計画内容 
５５５５....１１１１    効率的で利用しやすいバス路線体系の構築 

５５５５....１１１１....１１１１    地域別バス路線体系の検討 

（１） 路線体系の考え方 

ゾーンバスシステム（※）を中心とした，それぞれの地域に応じたバス路線体系，運

行形態等を導入することにより，効率的・有機的に機能するバス路線網の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ゾーンバスシステムとは 

幹線となるバス路線から，交通結節点のバスターミナルで各住宅地等へ向かう支線

バスへ乗り継ぐシステム 

◎効果 

・運行本数を増やすことができる。 

・始発をより早く，また，より遅い終便を運行することができる。 

・定時性が高まり，バスの発着時間がより正確になる。 

・路線網や運行時刻がわかりやすくなる。 

◎導入の課題 

・乗り継ぎの抵抗を少なくするため，ダイヤの調整や乗り継ぎ割引料金の設定等の

検討が必要である。 

・交通結節点の整備が必要である。 

ゾ
ー

ン
バ

ス
シ

ス
テ

ム
導

入
前

 
ゾ

ー
ン

バ
ス

シ
ス

テ
ム

導
入

後
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（２） 目指すべきバス交通体系イメージ 

ゾーンバスシステム等の導入により，それぞれの地域別の需要や特性に応じた運行形

態を取り入れ，鉄道との連携も視野に入れる中で，有機的に機能する公共交通体系の確

立を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 目指すべきバス交通体系イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域別のバスサービスイメージ 

郊外

地域

郊外

地域

近郊住宅地域

幹線 準幹線 支線

中心部循環路線 乗り継ぎポイント

鉄

道

駅

鉄

道

駅

郊外

地域

中心地域

中心部住宅地域

住宅地域
郊外地域中心地域

中心部住宅地域 近郊住宅地域

幹線バスなど

との交通結節

点から域内を

連絡する路線

需要が少ない

住居の密度が

低く，点在して

いる地域

需要が高い地区が

点在している

住居密度にばらつ

きがある地域

中心地域又は拠点鉄道駅からの幹

線的（準幹線的）な放射路線

福山駅中心

地内の回遊

性を高める

路線

バス路

線のイ

メージ

需要の高い地

区が広範囲に

広がっている

域内間の短

距離移動の

需要が高い

需要

特性

住居密集地域
人口密度2,000人/ｋ㎡

以上で中心地域と連た

んした地域

福山駅を中

心とした市街

地商業集積

地域

地域

区分

区分
住宅地域

郊外地域中心地域
中心部住宅地域 近郊住宅地域

幹線バスなど

との交通結節

点から域内を

連絡する路線

需要が少ない

住居の密度が

低く，点在して

いる地域

需要が高い地区が

点在している

住居密度にばらつ

きがある地域

中心地域又は拠点鉄道駅からの幹

線的（準幹線的）な放射路線

福山駅中心

地内の回遊

性を高める

路線

バス路

線のイ

メージ

需要の高い地

区が広範囲に

広がっている

域内間の短

距離移動の

需要が高い

需要

特性

住居密集地域
人口密度2,000人/ｋ㎡

以上で中心地域と連た

んした地域

福山駅を中

心とした市街

地商業集積

地域

地域

区分

区分

バスバスバスバス交通交通交通交通ビジョンにビジョンにビジョンにビジョンに基基基基づきづきづきづき、、、、バスバスバスバス路線路線路線路線のののの再構築再構築再構築再構築をををを行行行行うううう
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（３） 路線構築の方針 

市内のバス路線を需要や地域の特性に応じて，幹線・準幹線・支線・中心部循環路線

で構成する。 

 

幹幹幹幹 線線線線
中心地域中心地域中心地域中心地域とととと各各各各ブロックのブロックのブロックのブロックの

拠点拠点拠点拠点をををを結結結結ぶぶぶぶ路線路線路線路線（（（（区間区間区間区間））））

でででで利用度利用度利用度利用度のののの高高高高いいいい路線路線路線路線
需要需要需要需要がががが多多多多いいいい区間区間区間区間

鉄道駅鉄道駅鉄道駅鉄道駅やややや幹線幹線幹線幹線などとなどとなどとなどと住宅住宅住宅住宅

地域地域地域地域やややや郊外地域郊外地域郊外地域郊外地域をををを結結結結ぶぶぶぶ

路線路線路線路線
需要需要需要需要にばらつきがあるにばらつきがあるにばらつきがあるにばらつきがある区間区間区間区間

中心部中心部中心部中心部

循環路線循環路線循環路線循環路線
商業集積地域商業集積地域商業集積地域商業集積地域のののの主要施主要施主要施主要施

設設設設をををを連絡連絡連絡連絡するするするする路線路線路線路線

中心地域中心地域中心地域中心地域のののの短距離間短距離間短距離間短距離間のののの移動移動移動移動のののの需要需要需要需要

がががが多多多多いいいい区間区間区間区間

区区区区 分分分分 路線路線路線路線のののの配置配置配置配置 路線路線路線路線のののの需要需要需要需要のののの特徴特徴特徴特徴

支支支支 線線線線

・・・・中心地域中心地域中心地域中心地域とととと中心部中心部中心部中心部住宅住宅住宅住宅

地域地域地域地域をををを結結結結ぶぶぶぶ路線路線路線路線

・・・・広域路線広域路線広域路線広域路線のうちのうちのうちのうち利用度利用度利用度利用度

のののの高高高高いいいい路線路線路線路線

需要需要需要需要がががが比較的多比較的多比較的多比較的多いいいい区間区間区間区間準幹線準幹線準幹線準幹線

 

 

協働の考え方に基づく，幹線・準幹線・支線における「市民」「事業者」「行政」そ

れぞれの役割について，特徴を以下に示す。 

a.a.a.a. 幹線におけるそれぞれの役割の特徴 

バス利用者の拡大に向けたサービスの向

上に努める。
事業者

行 政
事業者や関係機関と連携をはかり，利用

促進施策等の必要な支援を行う。

渋滞緩和や環境負荷の軽減などのバス利

用の有効性を認識し，利用に努める。
市 民

 

b.b.b.b. 準幹線・支線におけるそれぞれの役割の特徴 

事業採算性の向上に努めるとともに，サー

ビスの向上に努める。
事業者

行 政
利用促進に向けた条件整備を行うとともに，

補助金等による運行に必要な支援を行う。

自分たちの路線は自分たちで乗って支え

育てる意識を醸成し，利用に努める。
市 民
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（４） 路線の区分 

路線構築の方針に従い，市内の路線を「幹線・準幹線・支線」に区分し，下図に示す。 

 

 

図 路線の区分 

 

※広域路線について 

複数市町にまたがる系統が運行される広域路線については，他の市町と協議しながら

維持していることから，「福山地域生活バス交通等確保計画」（2002 年（平成 14 年）3月

策定）と整合を図り，対応していく。 
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（５） ゾーンバスシステムの導入方法 

① 乗り継ぎポイントの選定 

ゾーンバスシステムの導入にあたっては，まず導入効果が期待できる場所に乗り継

ぎポイントを選定することが必要である。選定は以下の選定条件に基づき行い，将来

的には 4 つのブロックに対して 1箇所ずつ設定する。 

� 中央ブロックとの流動が比較
的多いブロック内の主要拠点

であること

� JR福山駅から当該ポイントま

での区間（幹線となる区間）に

複数系統が重複しており，系

統の整理により，運行の効率

化が期待できること

� 当該ポイントから支線の運行

が効率的に行える地域である
こと

【将来構想】

・東部 ブロック

・西部 ブロック

・南部２ ブロック

・北部１ ブロック

のそれぞれ１箇所ず
つに乗り継ぎポイント
を設定

【選定条件】

 

 

② 乗り継ぎ対象ゾーンの設定 

乗り継ぎポイントの設定対象となった 4 箇所について，乗り継ぎポイントのおよそ

の設定位置と乗り継ぎ対象ゾーン（支線バス運行エリア）を下図に示す。 

凡例

乗り継ぎポイント

幹線

乗り継ぎ対象

ゾーン

西部

西部

西部

西部

西部

西部

西部

西部

南部１

南部１

南部１

南部１

南部１

南部１

南部１

南部１

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

神辺

東部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

東部

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

中央

南部２

南部２

南部２

南部２

南部２

南部２

南部２

南部２

北部２

北部２

北部２

北部２

北部２

北部２

北部２

北部２

中央
東部

西部

南部２

南部１

北部１

神辺

北部２

イメージ図

北部ゾーン

東部ゾーン

南部ゾーン

西部ゾーン

イメージ図イメージ図

 

図 乗り継ぎポイントの位置 
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③ 乗り継ぎポイント整備の進め方 

下図のフローに示すように，既存の施設等を活用し，運行の効率化が期待できる箇所

から，段階的に実施する。 

北部ゾーンを第一次整備ゾーンとし，短期的な整備を目指す。 

 

ゾーンバスシステム導入箇所

運行内容等の調整

運 行 開 始

乗り継ぎポイントの具体的箇所

の検討

運行内容等の検証（場所，施設，

運行ダイヤ，料金等）

乗り継ぎポイント・ルート等

の設定

第一次整備ゾーン

北部北部北部北部ゾーンゾーンゾーンゾーン

 

図 乗り継ぎポイントの整備フロー 
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（６） 北部ゾーンでの整備内容 

北部ゾーンは，府中市，井原市等からの広域路線のほか，郊外地域から多くの路線が福

山駅へ向かい，特に横尾駅前周辺で路線が集中し，自家用車とあわせて渋滞をひきおこし，

定時性等に支障をきたしている。よって，乗り継ぎポイントを中国中央病院付近に設け，

乗り継ぎターミナルを設置し，郊外地域からの路線や，広域路線の一部を集約することに

より，それぞれの需要にあった運行形態を実施するとともに，渋滞問題の緩和にも資する

ものである。 

短期的には，芦田地域，駅家地域等を運行する路線の整備が必要であるが，その後は加

茂地域・山野地域及び神辺地域を結ぶ路線の整備が考えられる。 

 

① 整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 整備イメージ図 
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田
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駅
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駅

湯
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駅
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駅

東

福

山

駅

大

門

駅

福山駅

凡例

乗り継ぎ

ポイント

幹線

支線

準幹線

凡例

乗り継ぎ

ポイント

幹線

支線

準幹線

破線は将来的に乗り

継ぎポイントへの接

続が考えられる路線 
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② 再編対象路線 

2006年度（平成 18年度）中に実施する再編では下図に示す３路線を対象とする。 

服部線

駅家団地線

柞磨線

現 状

中国中央病院

 

 

服部線

駅家団地線

柞磨線

中国中央病院

再編後

 

③ 運行内容 

 幹 線 支 線 

（福山駅～中国中央病院） 
（中国中央病院～ 

再編対象 3路線） 

運行回数 

朝夕ピーク時間帯は 4 回／時，

その他の時間帯は 2 回／時を基

本とする。 

最低運行回数（3回／日）を基本

に，住民と協議する。 

系統が重複している。 

 

支線…それぞれの地

域に適切な車両とサ

ービスレベルによる

運行が可能となる。 

幹線…系統の重複が

整理できる。 
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（７） その他のゾーンでの整備イメージ 

① 南部ゾーン 

当地域は，郊外地域が点在しており，現状のバス路線は，一部の委託路線を除き，福山

駅または松永駅よりこれらの地域へ直行している。 

将来的には，乗り継ぎポイントを沼隈支所付近に設け，福山駅と乗り継ぎポイントの間

は幹線で結び，乗り継ぎポイントと各方面の間は，各地域の需要にあった運行形態を確立

することにより，効率的で利便性の高い運行を確保する。 

整備前 

松

永

駅

備

後

赤

坂

駅

福

山

駅

備

後

本

庄

駅

東

福

山

駅

福山駅

 

 

整備後 

○沼隈支所付近を乗り継ぎポイントとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松

永

駅

備

後

赤

坂

駅

福

山

駅

備

後

本

庄

駅

東

福

山

駅

福山駅

乗り継ぎ

ポイント

凡例

乗り継ぎ

ポイント

幹線

支線

準幹線

凡例

乗り継ぎ

ポイント

幹線

支線

準幹線
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② 東部ゾーン 

当地域は，住宅団地が密集しており，福山駅との間も人口密度が高い地域である。現状

のバス路線は，福山駅とゾーン内の個別の地域を別々の系統が運行されており，ゾーン内

の移動については連携がとれていない。 

将来的には，乗り継ぎポイントを伊勢丘付近に設け，ゾーン内の移動において連携のと

れた，各方面への循環バス等の導入を検討する。 

 

整備前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備後 

○伊勢丘付近を乗り継ぎポイントとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福

山

駅

横

尾

駅

神

辺

駅

東

福

山

駅

大

門

駅東福山駅

福山駅

大門駅
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幹線

支線

準幹線
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尾

駅

神

辺

駅

東

福

山

駅

大

門

駅

東福山駅

福山駅

大門駅
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③ 西部ゾーン 

当地域は，松永駅を中心としたバス路線網がほぼ構築されているが，将来的には松永駅

付近を乗り継ぎポイントと位置付け，バスと鉄道の連携強化を図る必要がある。 

 

整備前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備後 

○松永駅付近を乗り継ぎポイントとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松

永

駅
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駅

福

山

駅

備

後

本

庄

駅
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凡例

乗り継ぎ

ポイント

幹線

支線

準幹線

凡例

乗り継ぎ

ポイント

幹線

支線

準幹線

松

永

駅

備

後

赤

坂

駅

福

山

駅

備

後

本

庄

駅

松永駅

備後赤坂駅

福山駅
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（８） 導入効果 

・バスの機能を幹線と支線に分けることで，それぞれに適切な車両とサービスレベルによ

る運行が可能となる。 

・乗り継ぎポイントから，各方面に支線を設定することにより，ゾーン内の移動が容易に

なる。 

・系統キロが短縮されるので定時運行の可能性が高まり，運行間隔を均等にすることによ

り，発着時間が分かりやすくなる。 

 

（９） 課題 

・ゾーンバスの最大の問題は，利用者に乗り継ぎが発生することであり，このデメリット

をいかに最小限にとどめるかが課題である。 

そのために，乗り継ぎしやすい機能を持ったターミナルを適切な位置に設置するととも

に，乗り継ぎ抵抗軽減のための工夫（乗り継ぎ時間，料金等）を事業者，関係機関と連

携して検討・実施することが必要である。 

 

（１０） スケジュール 

・北部ゾーンについては，2006年度（平成 18年度）から導入し，その他のゾーンについ

ては，順次検討を行い，導入する。 
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５５５５....１１１１....２２２２    中心部循環路線の導入 

（１） 導入目的 

中心部循環路線は利用頻度の高い公共施設や商業施設等への回遊性を向上させ，気軽に

利用できる環境をつくることにより，バス利用者の増加を図り，中心市街地の活性化や公

共交通の利用促進を目的として運行するものである。 

なお，1999年度（平成 11 年度）には「どんどんバス」の交通実験が，また，2004 年度

（平成 16 年度）には「中心部ループバス」の試行運行が実施されたが，それぞれのアン

ケート調査で，７割以上の人が「中心部ループバスは必要である」と回答しており，導入

に対する市民の関心も高いと考えられる。 

 

（２） 導入フロー 

運行計画は（仮称）生活バス交通利用促進計画推進委員会等の意見を踏まえ，行政が策

定し，運行事業者を募集する。参入希望があった場合には，参入事業者の提案を受け運行

内容の詳細を決め，運行を開始する。参入希望がなかった場合には，運行計画等の見直し

を行い，再度募集を行う。 

なお，複数事業者から参入希望がある場合は，共同運行の実施も検討する。 

 

運行事業者を募集運行事業者を募集

あり

参 入 希 望
※複数事業者から参入希望がある場合は，共同運行等

参 入 希 望
※複数事業者から参入希望がある場合は，共同運行等

事業者による運行事業者による運行

なし

行政が運行計画（案）を策定行政が運行計画（案）を策定

運
行

計
画

等
の

見
直
し

運
行

計
画

等
の

見
直
し

事業者事業者事業者事業者のののの提案提案提案提案をををを受受受受けけけけ，，，，詳細詳細詳細詳細をををを決定決定決定決定事業者事業者事業者事業者のののの提案提案提案提案をををを受受受受けけけけ，，，，詳細詳細詳細詳細をををを決定決定決定決定

 

図 中心部循環路線の導入フロー 
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（３） 運行計画案 

運行計画は，1999年度（平成 11 年度）に実施された「どんどんバス」，2004 年度（平

成 16 年度）に実施された「中心部ループバス」における運行内容，結果を参考とし，関

係機関等と協議する中で運行内容を検討する。 

 

項 目 内 容 

事業主体 福山市 

運行主体 バス事業者（複数事業者から申し出があった場合は共同運行） 

運行開始予定 2006年度（平成 18年度） 

運行ルート 試行結果等を参考に，関係機関等と協議し，決定する 

バス停 概ね 200mから 400m間隔とする 

運賃 既存路線の運賃との整合性を図りながら，分かりやすい運賃を検討す

る 

運行車両 ・小型バス（29人乗り以下） 

・既存路線バスと区別できるような外装とする 

運行時間帯 試行運行等の運行時間帯を参考に検討する 

運行間隔 20 分間隔以内の運行とする 

 

（４） 課題 

運行にあたっては，過去の試行結果等や住民のニーズを踏まえ，次の点に留意し，バス

事業者，地元商業者，関係機関等と連携して検討することが必要である。 

・適正なルート設定（距離・分かりやすさ・定時性の確保・経由地の絞込み等） 

・適正なダイヤ（運行頻度・始終発時刻等） 

・ＰＲとバックアップ体制（商店街等との連携等） 

・既存バス路線との整合性（ルート・運賃体系等） 
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【参 考】 

（１） 「どんどんバス」交通実験の結果概要 

■運行状況 

○1999年（平成 11 年）11 月 5 日（金）・6 日（土）・7 日（日）（3 日間） 

○9：30～20：00 の間で 10 分間隔 

○運賃：無料 

 

■利用状況 

○３日間の全利用者数約 7,100 人 

○平均利用者数約 2,400 人/日 

（平日 1,000 人/日,土曜日 2,600 人/日，日曜日 3,500 人/日） 

 

■アンケート調査の結果 

<回答者> 

○利用者アンケートを行い，562 人からの回答を得た。 

<評価> 

○本格導入された場合，運賃は 100 円，1 日乗車券は 300 円が妥当と回答した人が最も

多い。 

○本格導入された場合，運行ルートは今回のルートがよいと回答した人が 40.7％であっ

た。 

○商店街の人通りは 30％の商店主が増えたと回答した。 

○実験のねらいである「歩いて楽しいまち」に対しては，57.9％の利用者が有効である

と答えた。 

<ループバスの必要性> 

○73.8％が必要としている。 

 

 

（２） 「中心部ループバス」試行運行の結果概要 

■運行状況 

○2004 年（平成 16年）10 月 1日～2005年（平成 17年）1 月 31日（123 日間連続） 

○毎日 28便 9:00～18:00 20 分間隔 

○運賃：1乗り 100円 

 

■利用状況 

○4ヶ月間の全利用者数 43,835人 

○平均利用者数 357人/日（平日 312 人/日,土曜日 417人/日，日・祝日 465人/日） 

○特に，平日の利用は 10 月から 1 月にかけて増加傾向 

○東ルート 130 人/日，西ルート 40 人/日，東ルートが 3倍以上の利用 

 

■アンケート調査の結果 

<回答者> 

○バス利用者だけでなく，広く一般から約 1,200 人の回答を得た。 

○バス利用者は，女性が 7 割と多いが，幅広い年代，職種の利用がみられた。 

<評価> 

○ルートは，利用者の 8 割，未利用者の 6 割が妥当と評価した。 

○利用者のうち，運行間隔は 6 割，バスの大きさは 8 割，バス停間隔は 8 割が妥当と評

価した。 

○従来，福山市中心で，自家用車・タクシーを利用していた 3 割がバス利用に転換して

いる。 

<ループバスの必要性> 

○利用者の 9 割，未利用者でも 7 割が必要としている。
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どんどんバス運行系統図
中心部ループバス運行系統図

どんどんバス，中心部ループバス運行系統図，乗降客数（１日平均）
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５５５５....２２２２    市民生活を支える移動手段の確保 

５５５５....２２２２....１１１１    バス交通維持のルール化 

（１） バス交通維持のルール化の必要性 

バス交通は，利用者の減少等に伴う路線の採算性悪化により，廃止・減回が実施・検

討されており，事業者の経営努力や行政の財政的支援等により路線を維持している状況

である。しかし，このような状況が続けば，行政の財政的支援等にも限界があるため，

今後は，公共性の観点により，行政が最低限維持すべき基準を設け，基準以上のサービ

スについては市民が主体となり運行するなど，新たなルール作りが必要である。 

 

公共性公共性公共性公共性のののの観点観点観点観点によるによるによるによる判断基準判断基準判断基準判断基準のののの設定設定設定設定がががが必要必要必要必要

事業者の路線撤退に伴

う交通空白地域，移動

制約者等の増加

不採算路線からの撤

退等

事事事事 業業業業 者者者者 行行行行 政政政政

公共交通公共交通公共交通公共交通としてとしてとしてとして必要必要必要必要なななな

移動手段移動手段移動手段移動手段のののの確保確保確保確保

事業者の採算性悪化バス利用者の減少

市市市市 民民民民

市民がバス交通を
支え育てるという意
識の不足

 

図 バス交通維持のルール化の必要性 

 

（２） 公共性の判断基準 

対象としているのは乗合型の公共交通機関である。需要が少なく，個別サービスによ

る輸送の方が合理的な箇所においては，乗合型公共交通の必要性は低い。そのため最低

需要の基準を設定し，一定以上の需要を持つと見込まれる路線を維持対象とする。 

また，運行回数についても，行政サービスとして確保すべき最低運行回数の基準を設

定する。 

 

行政行政行政行政サービスとしてサービスとしてサービスとしてサービスとして確保確保確保確保すべき，最低限最低限最低限最低限のののの運行運行運行運行

回数回数回数回数の基準を設定する。

乗合型乗合型乗合型乗合型のののの公共交通公共交通公共交通公共交通としてとしてとしてとして維持維持維持維持すべき，合理的な

最低限最低限最低限最低限のののの需要需要需要需要の基準を設定する。

○○○○最低需要最低需要最低需要最低需要のののの基準設定基準設定基準設定基準設定

○○○○最低運行回数最低運行回数最低運行回数最低運行回数 のののの基準設定基準設定基準設定基準設定
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本計画では，最低需要および最低運行回数の基準を以下のように設定する。 

 

a.a.a.a. 最低需要の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 4 条路線…道路運送法第 4 条に規定される一般乗合旅客自動車運送事業の

許可を持つ事業者が，一般的な乗合バスを運行する通常の路線 

※２ 21 条路線等…道路運送法第 21 条の例外規定等により，市の委託によって

乗合バス事業を運行する路線 

 

b.b.b.b. 最低運行回数の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用実態等により最低運行回数の基準によりがたい場合は，（仮称）生活バス交通利用

促進計画推進委員会の意見をふまえ，必要な調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○一般乗合路線一般乗合路線一般乗合路線一般乗合路線についてはについてはについてはについては，，，，バスバスバスバス運行対策費福山市補助金運行対策費福山市補助金運行対策費福山市補助金運行対策費福山市補助金    

交付要綱交付要綱交付要綱交付要綱にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの    

（（（（国国国国・・・・県県県県のののの補助金算定補助金算定補助金算定補助金算定はははは経常収益率経常収益率経常収益率経常収益率がががが５５５５５５５５％％％％以上以上以上以上であることをであることをであることをであることを前提前提前提前提））））    

○○○○委託路線委託路線委託路線委託路線についてはについてはについてはについては，，，，バスバスバスバス運行対策費広島県補助金交付運行対策費広島県補助金交付運行対策費広島県補助金交付運行対策費広島県補助金交付    

要綱要綱要綱要綱にににに基基基基づくものづくものづくものづくもの    

（（（（２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度））））３０３０３０３０％％％％からからからから１５１５１５１５％％％％へへへへ改定改定改定改定））））    

準幹線準幹線準幹線準幹線…………５５５５回回回回／／／／日日日日（（（（日祝日日祝日日祝日日祝日 ３３３３回回回回／／／／日日日日））））

支支支支 線線線線…………３３３３回回回回／／／／日日日日（（（（日祝日日祝日日祝日日祝日 ２２２２回回回回／／／／日日日日））））

通勤通勤通勤通勤・・・・通学通学通学通学，，，，もしくはもしくはもしくはもしくは通院通院通院通院にににに朝朝朝朝１１１１便便便便，，，，買物買物買物買物やややや通院帰通院帰通院帰通院帰りにりにりにりに昼昼昼昼１１１１

便便便便，，，，通勤通勤通勤通勤・・・・通学帰通学帰通学帰通学帰りのりのりのりの夕方夕方夕方夕方１１１１便便便便，，，，合計合計合計合計３３３３便便便便をををを，，，，行政責任行政責任行政責任行政責任でででで維維維維

持持持持すべきすべきすべきすべき最低限必要最低限必要最低限必要最低限必要なななな運行回数運行回数運行回数運行回数とするとするとするとする。。。。

準幹線準幹線準幹線準幹線についてはについてはについてはについては，，，，このこのこのこの発展性発展性発展性発展性もしくはもしくはもしくはもしくは利用促進利用促進利用促進利用促進のののの視点視点視点視点

をををを含含含含めめめめ，，，，５５５５回回回回のののの運行回数運行回数運行回数運行回数をををを維持維持維持維持することとするすることとするすることとするすることとする。。。。

※幹線については，需要が多く，運行回数の増加などサービスの充実に

より更に利用者の拡大を図る路線であるので最低運行回数を設けない。

一般乗合路線一般乗合路線一般乗合路線一般乗合路線（（（（４４４４条路線条路線条路線条路線（（（（※※※※１１１１））．．．））．．．））．．．））．．．    

                                経常費用経常費用経常費用経常費用のののの３２３２３２３２．．．．５５５５％％％％以上以上以上以上のののの収益収益収益収益があることがあることがあることがあること    

委託路線委託路線委託路線委託路線（（（（２１２１２１２１条路線等条路線等条路線等条路線等（（（（※※※※２２２２））．．．））．．．））．．．））．．．    

                                経常費用経常費用経常費用経常費用のののの１５１５１５１５．．．．００００％％％％以上以上以上以上のののの収益収益収益収益があることがあることがあることがあること    

（2014 年（平成 26 年）に 30.0％から 15.0％へ改定） 
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（３） 最低需要の基準に満たない場合の対応 

毎事業年度毎に各系統の収益率を算定し，最低需要の基準を下回る場合については，

廃止候補路線として公表される（公表の方法等については後述する）。廃止候補路線は暫

定運行という形で一定期間運行されるが，暫定運行期間内に最低需要の基準を上回る利

用がない場合には廃止となる。しかし，廃止になった路線についても，住民がバスの運

行に主体的に関与することにより，住民主体路線として運行することも可能である。 

なお，事業年度の収益率が最低需要の基準以上の路線でも，一般乗合路線で経常収益

率 55％未満の路線については，運行内容の見直しを検討する。 

廃止候補路線廃止候補路線廃止候補路線廃止候補路線のののの公表公表公表公表

暫定運行期間内暫定運行期間内暫定運行期間内暫定運行期間内にににに最低需要最低需要最低需要最低需要のののの

基準基準基準基準をををを上回上回上回上回るるるる利用利用利用利用

毎事業年度各系統の収益率の算定

なしなしなしなし

最低需要の基準

（経常収益率）以上

の利用

ありありありあり

継続運行継続運行継続運行継続運行

ただし，一

般乗合路線

で経常収益

率５５％未

満の路線に

ついては運

行内容の見

直しを検討

廃 止

ありありありあり

なしなしなしなし

（住民主体路線の

創設へ）
 

図 最低需要の基準に満たない場合の対応フロー 

 

（４） 廃止候補路線の公表 

廃止候補となった路線（事業年度の収益率が最低需要の基準未満の路線）は，収益率

や日利用者数等の情報が，広報紙や市のホームページを通じて市民に公表される。同時

に，沿線の自治会等を対象とした説明会等を開催し，利用促進へ向けた取り組みを推進

する。 

このような取り組みを通じて，暫定運行期間内の利用が最低需要の基準を上回るよう，

市民意識を啓発する。 

公公公公 表表表表 内内内内 容容容容

市
Ｈ

Ｐ

情報提供

広
報

紙

啓
発

収益率，日利用人数，

目標利用人数，目標運賃収入等

基準以下の系統・路線等の

決定・公表（毎年度）

市 民

利用促進の

取り組み
【例】利用促進委員会

の立ち上げ等

説
明

会
の

開
催

等

自治会等自治会等自治会等自治会等

 

図 廃止候補路線の公表フロー 
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（５） 退出路線の申し出があった場合の対応 

事業者から路線撤退の申し出があった場合で，概ね 500m 以内の範囲内に代替交通手段

（平行するバス路線など）がなく，他の事業者の参入もない場合については，最低需要

の基準以上の利用がある場合のみ，住民と協議のうえ，市が委託運行等により運行を継

続する。 

なお，委託運行等による運行は，最低運行回数を基本とする。ただし，利用実態等に

より最低運行回数の基準によりがたい場合は，（仮称）生活バス交通利用促進計画推進委

員会の意見をふまえ，必要な調整を行う。 

 

委託運行等委託運行等委託運行等委託運行等によるによるによるによる運行運行運行運行
最低運行回数を基本

事業者から路線撤退の申し出

なしなしなしなし

他の事業者による

通常運行

ありありありあり

廃 止

なしなしなしなし

ありありありあり

（住民主体路線の創設へ）

他の事業者の参入

５００ｍ以内に代替交通

なしなしなしなし

最低需要の基準
（（（（経常収益率経常収益率経常収益率経常収益率））））

以上の利用

ありありありあり 廃 止

 

図 退出路線の申し出があった場合の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

５５５５....２２２２....２２２２    住民主体路線の創設 

住民主体路線とは，交通不便地域等において，住民がバスの運行に関し，主体的に関与す

ることにより運行される路線である。バス路線の廃止により生じた交通空白地域においては，

最低需要の基準以上の収益を確保することが可能な場合に，行政が一定範囲内の支援を行う。 

また，バス路線の廃止に関係なく，交通空白地域に新たにバスを運行する場合においても，

55％以上の収益を確保し，かつ赤字額の 1/2 の補助で運行可能な場合には，行政が一定範囲

内で支援を行う。 
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住民主体路線住民主体路線住民主体路線住民主体路線でででで運行運行運行運行
最低運行回数を基本

住民住民住民住民がががが，，，，バスバスバスバス運行運行運行運行にににに関関関関しししし，，，，主体的主体的主体的主体的

にににに関与関与関与関与しししし，，，，利用者利用者利用者利用者のののの増増増増をををを図図図図ることることることること

によりによりによりにより，，，，最低需要最低需要最低需要最低需要のののの基準以上基準以上基準以上基準以上のののの収収収収

益益益益をををを確保確保確保確保することがすることがすることがすることが可能可能可能可能なななな場合場合場合場合

事業者事業者事業者事業者によによによによ

るるるる専門家専門家専門家専門家としとしとしとし

てのてのてのての情報提情報提情報提情報提

供等供等供等供等のののの支援支援支援支援

支援支援支援支援

交通不便地域等

廃止により生じる

交通空白地域
交通空白地域

住民住民住民住民がががが，，，，バスバスバスバス運行運行運行運行にににに関関関関しししし，，，，主体的主体的主体的主体的

にににに関与関与関与関与しししし，，，，利用者利用者利用者利用者のののの増増増増をををを図図図図ることることることること

等等等等によりによりによりにより，，，，５５５５５５５５％％％％以上以上以上以上のののの収益収益収益収益をををを確確確確
保保保保しししし，，，，かつかつかつかつ，，，，赤字額赤字額赤字額赤字額のののの1/2のののの補助補助補助補助でででで

運行運行運行運行がががが可能可能可能可能なななな場合場合場合場合

行政行政行政行政によるによるによるによる

一定一定一定一定のののの範囲範囲範囲範囲

内内内内のののの支援支援支援支援
支援支援支援支援

 

図 住民主体路線について 

 

（１） 住民主体路線の企画立案までのフロー 

下図は，住民が主体となり，運行計画を提案するまでのフローを示したものである。

住民主体路線の運行を希望する市民は，地域の公共交通について研究し，地域をまと

め，企画組織を立ち上げる。行政は，先進事例や講師の紹介等の情報提供や助言を行

い，企画組織の立ち上げを支援する。 

運行計画の策定にあたっては，事業者や行政は，ルート設定や車両運用方法等に対

して必要な助言を行い，具体的な提案が行えるよう支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住民主体路線の企画立案までのフロー 

共通の目的を持ち，組織の立ち上げ

地域の公共交通について研究

（先進事例の研究，講演会等の主催）

運行計画の提案

【例】
運行目的…通学と日中の買物

運行方法…事業者への委託運行

運行回数…平日だけの３回

時間帯…朝通学，昼買物，午後下校と買物帰り
目的地…小学校経由の近隣の大型スーパー

停留所…自分たちで地権者と交渉，ポール作成，

設置
運賃…乗車距離制または均一料金等

住民負担…世帯あたり回数券の購入等

採算性を継続的に確保していく具体的手法

・先進事例や講師の紹介

・講演会開催方法等の助言

・協働のまちづくり推進事

業補助金等の情報提供

ルート，時間帯

停留所の設置，

車両の取り回し

など，運行上の

助言

・道路運送法等の制度の説

明

・事業採算性等の基礎デー

タの提供

行行行行 政政政政事事事事 業業業業 者者者者市市市市 民民民民
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（２） 住民主体路線運行開始までのフロー 

a.a.a.a. 行政が事業主体の場合 

下図は，市民から提案された運行計画をもとに，行政が事業者に運行を委託し，運

行が開始されるまでのフローを示したものである。 

行政により運行の妥当性や実現の可能性が確認された提案は，運行方法について最

終的な調整が行われ，運行委託事業者が選定される。委託を受けた事業者は，運行に

必要な手続き（路線許可申請等）を行い，運行を開始する。一方で市民は，利用促進

に向けた取り組み（各世帯での回数券の購入等）を行う。 

運行開始後は，行政が主体となり利用状況や収支状況等の確認を毎年行い，結果を

市民に公開し，市民は公開された情報をもとに運行計画等必要な調整を行い，行政は

見直された計画に対して，毎年度妥当性および継続可能性を確認する。 

 

運行計画の提案

運行方法等の最終調整

事業者選定

・道路管理者および

警察との協議

・許可申請等

妥当性，実現可能性の確認

毎年度，利用状況・収支状

況等の確認，情報提供

世帯あたり回数券の

購入等

利用促進の取り組み

運行計画等の調整
妥当性，継続可能性の確認

行行行行 政政政政事事事事 業業業業 者者者者市市市市 民民民民

廃
止

代
替

→
最

短
半

年
，

新
規

路
線

等
→

通
常

二
年

事業者への運行委託

運 行 開 始

図 住民主体路線運行開始までのフロー（行政が事業主体の場合） 
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b.b.b.b. ＮＰＯ法人等市民が事業主体の場合 

下図は，提案された運行計画をもとに，ＮＰＯ法人等市民が主体となり，運行が開

始されるまでのフローを示したものである。行政により運行の妥当性や実現の可能性

が確認された提案は，ＮＰＯ法人等により運行方法についての最終的な調整が行われ，

独自で運行するか運行を委託するかが決められる。独自運行の場合はＮＰＯ法人等が，

運行委託の場合は運行委託事業者が，運行に必要な手続き（路線許可申請等）を行い，

運行を開始する。運行に対し，行政は一定範囲内の財政支援を行う。 

運行開始後は，ＮＰＯ法人等が行政に対し収支状況の報告を毎年行い，必要に応じ

て運行計画等の調整を行う。行政は報告内容や見直された計画に対して，妥当性およ

び継続可能性を確認し，それらが確認された場合は，次年度も一定範囲内の財政支援

が行われる。 

 

運行計画の提案

運行方法等の最終調整

事業者選定

・道路管理者およ

び警察との協議

・許可申請等

妥当性，実現可能性の確認

一定の範囲内の財政支援運 行 開 始

毎年度，行政に対し，収支報告

妥当性，継続可能性の確認

行行行行 政政政政事事事事 業業業業 者者者者市市市市 民民民民

廃
止
代

替
→

最
短

半
年

，
新

規
路

線
等

→
通
常

二
年

事業者への

運行委託

独自運行

・道路管理者および警察との協議

・許可申請等

運行計画等の調整

図 住民主体路線運行開始までのフロー（ＮＰＯ法人等市民が事業主体の場合） 
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５５５５....３３３３    利用促進施策の推進 

（１） 短期実施施策 

効果が期待でき，短期的に実施可能な施策から優先的に実施する。また，ゾーンバスシ

ステムの導入効果を向上させるために必要な施策については，その導入に併せ実施するも

のとする。 

 

○短期的に実施可能な施策 

・事業者等関係機関の調整が可能であり，かつ，段階的な導入が可能な施策 

 

○効果が期待できる施策 

・アンケート調査の分析結果より，バス利用者のバス離れ防止に対し有効性が高いと考

えられる施策 

・アンケート調査の分析結果より，潜在需要の喚起に対し有効性が高いと考えられる施

策 

 

○ゾーンバスシステムの導入効果向上のために必要な施策 

・乗り継ぎ抵抗を軽減する施策 

・幹線におけるバスの走行性を高める施策 

 

（２） 中長期施策 

生活バス交通の利用促進にあたり，有効であると考えられる施策のうち，事業者等関係

機関との調整に時間を要するものなど，短期に実施していくことが困難なものについては，

中長期的に，実施・検討していく。 

また，中長期施策のうち，事業者等関係機関との調整が早期に整ったものについては，

中長期の位置付けに関わらず，早期導入を目指す。 
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５５５５....３３３３....１１１１    短期実施施策 

短期施策は概ね 3年以内に実施が予定されている施策である。 

大分類 施策メニュー 

交通結節点の改善 乗り継ぎターミナルの整備 

利便性の向上 バス停上屋・ベンチの設置 

運賃の弾力化 

フリー乗降制 

路線の新設 

運行ダイヤの見直し 

利用促進 PR等の実施 利用促進キャンペーンの開催・パンフレット作成 

社会的意義の啓発推進 

ノーマイカーデーの実施 

フレックスタイム制 

 

（１） 乗り継ぎターミナルの整備 

① 目的・内容 

ゾーンバスシステム導入に伴う最大の課題である利用者の乗り継ぎ抵抗の軽減のため，

乗り継ぎターミナルの整備を行う。 

 

② 整備方針 

ゾーンバスシステムの導入に併せた段階的な整備が必要である。短期的には北部ゾーン

の乗り継ぎポイントを対象とし，その他のゾーンについては順次，検討・整備するものと

する。整備にあたっては，当初より必要な設備を確保するのは困難なため，既存の施設を

活用し，その後，段階的に整備を行っていく。 

 

③ 整備方法 

乗り継ぎ抵抗を軽減するため，短距離で平面移動が可能な乗降場を整備する。また，乗

り換え時間の短縮のため，バスの待機がある程度可能な乗降場数を確保するとともに，利

用者への情報提供についても，出来る限り配慮した整備を行う。 

 

④ スケジュール 

北部ゾーンについては，2006年度（平成 18年度）から導入し，その他のゾーンについ

ては，順次検討を行い，導入する。 

 

⑤ 課題 

・適正な整備箇所の選定 

  ・地域づくり 

  ・交通網の拠点 

  ・用地の確保 
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（２） バス停上屋・ベンチの設置 

① 目的・内容 

バス停への上屋やベンチの設置は，バス利用者からの要望も高く，利用促進に有効な施

策である。加えて，快適なバス待ち空間を提供することにより，新規需要を喚起すること

ができる。バス停の整備は多くの都市で実施されている施策であり，民間活力を活用し整

備を進めている都市もある。 

 

図 設置例 

② 整備方針 

ゾーンバスシステムの導入に伴い，整備が必要となる箇所など，本計画の推進上，重要

な箇所については，短期的に整備する。 

 

③ 整備方法 

次の整備要件に基づき，諸課題（整備主体，整備費用，許認可，管理者等）が整理され，

整備可能な箇所から，段階的に行う。 

また，既存のバス停整備の主体は，バス事業者・行政・企業・地元住民など様々である

が，今後，これらの団体等と協議しながら，広告の募集による整備や自治会による維持・

管理など多様な可能性について研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ スケジュール 

必要な箇所について，2006年度（平成 18年度）より，順次設置していく。 

 

⑤ 課題 

・設置場所の確保 

【整備要件】 

１ 乗り換えバス停（ゾーンバスシステム導入に伴うもの） 

２ 利用者の多い主要バス停 

  ・乗り換えが可能であること 

  ・公共施設や不特定多数の人が利用できる施設等があること 

  ・幹線・準幹線に設置してあること 
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（３） 運賃の弾力化 

① 目的・内容 

アンケート結果においても，運賃の割高感は利用者減少の一因と考えられるが，現状に

おいて運賃を一律に値下げすることは困難な状況である。現在，共通定期券，共通回数券，

老人定期券などの制度は実施されているが，利用者の増加にはいたっていない。 

そこで，これらの制度を充実するとともに，新たに乗り継ぎ割引や定額運賃などを検討

し，運賃を工夫することにより利用者の運賃負担を軽減し利用促進を図るものである。 

なお，運賃の弾力化については中長期的にはＩＣバスカードの導入が有効であり，でき

るだけ早期の導入に努める。 

 

② 整備方針 

○乗り継ぎ割引の検討 

実施にあたっては，乗り継ぎ方法，精算方法など事業者間の調整が必要であり，可能な

ところから実施する。 

 

○定額運賃制の検討 

短期的には，中心部循環路線において導入し，中長期的には，他の地域においても，収

支状況等を踏まえる中で検討する。 

 

③ 整備方法 

バス事業者が主体となり，事業者間での協議の上で決定する。市は事業者間の協議が円

滑に進むよう調整・支援を行う。 

 

④ スケジュール 

乗り継ぎ割引，定額運賃制は，それぞれゾーンバスシステム，中心部循環路線が導入さ

れる 2006年度（平成 18年度）を目途に実施していく。 

 

⑤ 課題 

・乗り継ぎ方法，精算方法などの調整 



 

 

54

（４） フリー乗降制 

① 目的・内容 

フリー乗降制とは，バス停以外の場所でも，利用者の希望に基づいてバスに乗降できる

仕組みのことであるが，バス停以外でバスが停車するため，一般交通に与える影響が大き

く，道路事情等により導入が制限される。 

目的地の近くなどで自由に乗降できるようになることから，移動の負担が軽減され，利

用促進が期待できる。 

 

② 整備方針 

交通量や道路事情等を勘案し，事業効果を見極める中で，関係機関と調整を行い，可能

な箇所から導入を図る。 

 

③ 整備方法 

市はバス事業者と十分な連携を図る中で，関係機関との協議が円滑に進むよう調整・支

援を行う。 

 

 

④ スケジュール 

2006年度（平成 18年度）から事業者及び関係機関との調整を図り，順次導入を目指す。 

 

⑤ 課題 

・導入区間などの調整 

・関係機関との各種調整 
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（５） 路線の新設 

① 目的・内容 

路線の再編を図る中で，道路環境の整備に伴う交通流動の変化や速達性の視点等を踏ま

え，利用者ニーズに応じた路線を新設することにより，利便性の向上を図るとともに新規

需要を喚起する。 

 

② 整備方針 

アンケート結果や市民要望をもとに，（仮称）生活バス交通利用促進計画推進委員会等

の意見を踏まえ，需要の高い路線から段階的に導入する。 

 

③ 整備方法 

運行主体はバス事業者とし，市は関係機関と連携を図る中で事業者間の協議が円滑に進

むよう調整・支援を行う。 

 

④ スケジュール 

2006 年度（平成 18 年度）から事業者及び関係機関との調整を図り，2007 年（平成 19

年度）の導入を目指す。 

 

⑤ 課題 

・バス事業者間の調整 

・関係機関との各種調整 
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（６） 運行ダイヤの見直し 

① 目的・内容 

利用者にとって分かりやすいダイヤを設定し，利用者ニーズに合わせ運行日，運行回数，

時間帯などの見直しを行い，利用促進を図るとともに効率的な運行を行う。 

 

② 整備方針 

ゾーンバスシステムの導入に伴い，実現性の高い路線から実施していく。 

 

③ 整備方法 

需要の多い路線においては，等間隔のダイヤの設定や始終発時刻の見直しにより需要を

喚起するとともに，需要の少ない路線においては，運行日や運行時刻の見直しを行い効率

的な運行を図る。 

また，パターンダイヤなど，利用者が覚えやすいダイヤを工夫するなど利便性の向上に

努める。 

 

④ スケジュール 

2006年度（平成 18年度）よりゾーンバスシステムが導入される北部ゾーンについて実

施し，その他の地域については，2007年度（平成 19年度）以降，検討・実施する。 

 

⑤ 課題 

・各種事業者間の調整 

 

 

 

 

パターンダイヤとは・・・ 

パターンダイヤとは，バス停において，決まった時分のダイヤが設定され，時刻表を見な

くても，だれもが簡単に覚えられるダイヤ 
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（７） 利用促進キャンペーンの開催・パンフレット作成 

① 目的・内容 

市民に対してバスが身近な存在であり，高齢化問題や環境問題への取り組みとしてバス

が重要な役割を担っていることを周知するために，利用促進キャンペーンの開催や，パン

フレット等による啓発を行う。 

 

② 整備方針 

集客力のある他のイベントと連携を図る中で，より効果的な市民イベントを開催する。 

 

③ 整備方法 

バスの日（9 月 20 日）などに，バス車両を活用したバスに親しむイベントの開催や，

中心部循環路線の運行に併せ，運行をＰＲするためのパンフレット等を作成する。 

 

④ スケジュール 

2006年度（平成 18年度）より随時実施していく。 

 

⑤ 課題 

・実効性のあるイベント内容の検討 
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（８） 社会的意義の啓発推進 

① 目的・内容 

バスを利用した快適なまちづくりを実現するために，地域や学校において，公共交通（特

にバス）の社会的意義の高揚を図る。 

 

② 整備方針 

生涯学習における講座等の活用や，学校における学習の機会をとらえる中で，環境や高

齢社会への対応など生活バス交通の果たす役割の認識を深める。 

 

③ 整備方法 

日々の生活行動の改善が地球温暖化防止に役立つことを学ぶトラベルフィードバック

プログラム（ＴＦＰ）等を活用した出前講座，また，授業を実施するなど，次の世代を担

う子どもたち及びその保護者をはじめ，あらゆる世代を対象とした意識啓発を図る。 

 

④ スケジュール 

2006年度（平成 18年度）より関係機関と協議する中で実施していく。 

 

⑤ 課題 

・啓発内容の充実・拡充 

 

 

 

 

 

トラベル･フィードバック･プログラム（ＴＦＰ）とは・・・  

一日の交通行動の記録から CO2の排出量等を診断し，その削減目標と行動プランを自ら

作成し，実際にプランどおりに行動した結果，どれだけ CO2排出量等が減少し，地球温暖

化防止に効果があったのかを身をもって体験することで，マイカーから公共交通への自発

的な利用転換を促す方法 
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（９） ノーマイカーデーの実施 

① 目的・内容 

自動車利用を控える「ノーマイカーデー」を設定し，マイカー利用者に公共交通機関へ

の転換機会を提供し，継続的な公共交通機関利用を呼びかけるものである。 

 

② 整備方針 

ノーマイカーデーは 2003年（平成 15 年）には 3日間，2004年（平成 16年）には 5 日

間連続で実施され，それぞれ有効性が確認されている。この取り組みをさらに促進させ，

参加者の拡大と継続的な取り組みを推進していく。 

 

③ 整備方法 

市の広報や新聞・テレビ等のメディアを通じて実施を呼びかける。 

 

 

④ スケジュール 

2006年度（平成 18年度）においては，関係機関と協議する中で現在実施しているノー

マイカーデーをさらに促進し，継続的実施を図る。 

 

⑤ 課題 

・ノーマイカーデーへの参加者の拡大 
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５５５５....３３３３....２２２２    中長期施策 

中長期施策は概ね 4 年後以降に実施・検討が予定されている施策であり，その実現の可能

性等から「実施予定施策」と「検討施策」に分類している。 

 

① 実施予定施策 

大分類 施策メニュー 

交通結節点の改善 Ｃ＆ＢＲ自転車駐車場等の整備 

利便性の向上 バス総合案内システム 

バスロケーションシステム 

低床バス 

急行バス 

 

 

 

 

② 検討施策 

大分類 施策メニュー 

走行環境の改善 バスレーンの設置 

ＰＴＰＳの設置 

道路整備／交差点改良 

交通結節点の改善 Ｐ＆ＢＲ駐車場等の整備 

利便性の向上 バスＩＣカード 

深夜バス 

デマンドバス 

乗合タクシー 

利用促進ＰＲ等の実施 フレックスタイム制 
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（１） 実施予定施策 

１） Ｃ＆ＢＲ（サイクルアンドバスライド）自転車駐車場等の整備 

① 目的・内容 

サイクルアンドバスライドは，バス停に自転車駐車場を設置し，自転車からバスへの乗

り換えを促すことによるバス利用の促進を図る方策である。 

バス停までのアクセスに自転車が用いられることにより，バス停のカバー圏域が拡大さ

れる。その結果，「バス停からの距離が遠いことによりバスを利用していない人」などの

バス利用への転換が期待できる。 

 

 

図 Ｃ＆ＢＲ自転車駐車場設置例 

 

② 整備方針 

利用者が多く見込めるなど導入効果が高く，駐輪スペースの確保が可能な箇所から順次

検討を行い設置に取り組む。また，既存施設（大型店舗附属駐車場なども含む）の活用も

検討する。 

 

③ 課題 

・整備箇所の選定 

・自転車駐車場用地の確保 
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２） バス総合案内システム 

① 目的・内容 

バス総合案内システムは，鉄道からバスへ，またはバスからバスへのスムーズな乗り継

ぎ等を実現するため，駅や乗り継ぎターミナルに設置される案内表示板である。 

 

 

 

図 バス総合案内システム設置例 

 

② 整備方針 

バス路線が集中している福山駅などのターミナルへの設置を検討する。なお，福山駅へ

の設置にあたっては，駅前広場整備計画と整合を図るものとする。 

「福山駅周辺のバス乗り場案内」「系統別時刻表」等の情報を提供し，「どのバス停から

いつ出発するのか」が分かるようにする。 

 

③ 課題 

・利用者により分かりやすいシステムの検討 
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３） バスロケーションシステム 

① 目的・内容 

バスロケーションシステムは，バスの位置情報を集約的に把握し，バス停や端末機器（パ

ソコン，携帯電話等）に運行情報を提供するものである。 

バスの現在位置が分かることにより，利便性の向上が図られ，利用者の増加が期待でき

る。 

 

図 バスロケーションシステム概念図 

 

② 整備方針 

運用方法等を関係機関で調整しつつ，「バスの運行位置情報」等を，インターネットを

通じてパソコンや携帯端末へ提供する。また，バス停への受信端末の設置については，幹

線を中心に導入を検討する。 

 

③ 課題 

・導入コストが高く事業者への負担が大きい（導入コスト＝バス停への情報板の設置等） 
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４） 低床バス 

① 目的・内容 

低床バスとは，床高さ 65cm 以下のノンステップ又はワンステップバスのことであり，

高齢者や障害者をはじめとした，だれもが利用しやすいバス車両を導入することにより，

利便性の向上を図る。 

通称「交通バリアフリー法」により，事業者は新車購入の場合には低床バスであること

が義務づけられている。 

本市では 1999年（平成 11 年）から導入され，現在はノンステップバス 4 台，ワンステ

ップバス 23台の合計 27台が運用されている。 

 

 

図 低床バスの導入例 

 

 

② 整備方針 

ノンステップバス，ワンステップバスを含め，順次導入を図る。 

事業者が車両を購入し，市及び関係行政機関は車両購入費のうち，一定の支援を行う。 

 

③ 課題 

・導入コストが高く，事業者の負担が大きい 
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５） 急行バス 

① 目的・内容 

主に通勤を目的としたバス利用者に対するサービスの向上を目的として，郊外から中心

部に向かう路線において，急行運行（一部のバス停のみ停車）やノンストップ運行（別ル

ートを走行する場合も含む）を行うものである。 

 

② 整備方針 

道路整備に併せて，導入に必要な検討および協議を行い，需要の高い路線から導入を図

る。 

 

 

③ 課題 

・需要の把握 

・走行環境の確保 
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（２） 検討施策 

１） バスレーンの設置 

① 目的・内容 

バスレーンは，バスの定時性を確保するために，バス運行を他の車両に対して優先させ

るために設置されるものであり，代表的なバス優先施策である。運用方法の違いで「専用

レーン」と「優先レーン」の 2 つに分けられ，バス専用レーンは，通常，多車線の道路に

おいて一部の車線をバス専用通行帯とするものである。一方，バス優先レーンは，バスが

通行中は，円滑な運行を妨げないよう優先的にバスを通行させるものである。 

本市ではバス専用レーンは国道 2 号（府中分かれ～西桜町），市道福山駅箕島線（霞町

～野上町），市道野上水呑 1号線（野上町～草戸町）に，バス優先レーンは国道 2 号（引

野町～府中分かれ，西桜町～瀬戸町）等に設置されている。 
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図 現在のバスレーン設置箇所 

 

 

② 整備方針 

幹線を中心に導入の可能性を検討する。 

市が主体となり，警察および事業者と協議のうえ，導入検討を行う。 

 

③ 課題 

・片側 2車線以上の道路（3 車線以上が望ましい）でなければ整備不可能（現状では導

入可能な箇所が少ない） 

・一般車両への影響 
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２） ＰＴＰＳ（公共交通優先信号システム）の設置 

① 目的・内容 

ＰＴＰＳとは，交通管制センターが，走行しているバスに搭載された車載器を感知し，

信号制御指令を出し，信号交差点の青信号時間を変化させることでバスを優先的に通行さ

せるシステムである。バスの走行性を向上させ，定時性を確保することができ，バスレー

ンとの併用により，高い効果が期待できる。 

 

図 ＰＴＰＳの概念図 

② 整備方針 

バスレーン設置箇所の交差点を中心に，導入の可能性を検討する。 

 

③ 課題 

・バスレーンとの併用が効果的であるため，併設を検討する。 

・各車両に車載器の設置が必要であるため導入コストが高く，事業者への負担が大きい。 

 

 

 

３） 道路整備／交差点改良 

① 目的・内容 

自動車交通量の増加に伴い，市内の主要幹線道路において交通渋滞が発生し，バスの定

時性が低下している。今後，交通渋滞の緩和や運行環境を改善するためには，道路整備や

交差点改良が必要である。 

 

② 整備方針 

道路整備及び交差点改良については，関係機関の意見を参考に，各道路管理者の整備計

画に基づき事業を展開する。 

 

③ 課題 

・費用対効果の検討 
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４） Ｐ＆ＢＲ（パークアンドバスライド）駐車場等の整備 

① 目的・内容 

パークアンドバスライドは，郊外部のバス停付近に駐車場を設置し，マイカーからバス

に乗り換えて都心部に移動するシステムである。 

都心部へ流入するマイカーの削減による交通渋滞の緩和と，バスの利用促進が期待でき

る。 

 

自宅 バス停 勤務地の

最寄りバス停
勤務地

１０

図 Ｐ＆ＢＲの概念図 

 

② 整備方針 

駐車場整備には多大な経費がかかるため，既存駐車施設（大型店舗等）の活用を基本に

導入を検討する。 

また，一般車両よりも優位な速達性を確保するため，バス専用・優先レーンなどのバス

優先施策との併用に努める。 

 

 

③ 課題 

・バス停周辺における駐車場の確保 

・速達性，経済性などマイカーに比べ，バス利用の優位性の確保 

※所要時間短縮の工夫：バスレーン整備，急行バス 等 

※費用低減の工夫：無料駐車場，駐車場利用者優遇サービス 等 
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５） バスＩＣカード 

① 目的・内容 

バスＩＣカードは，バスに搭載された「ＩＣカード読み取り装置」にかざすだけで運賃

の支払いや，カードへの入金ができるプリペイドカードである。現金による運賃支払いと

比較して，利用者の運賃支払いに対する負担が減り，バスの利便性の向上につながる。ま

た，カードに乗車情報が記録されることから，利用状況を把握したり，乗り継ぎ割引を適

用することが可能となる。 

さらに，現在多く普及している磁気方式のバスカードに比べて記憶容量が大きく，他の

機能（商店との連携など）を持たせることができるといった利点がある。また，何回も使

用できることから無駄がなく，次世代の多機能なバスカードとして期待されている。 

 

 

図 バスＩＣカード導入例 

 

② 整備方針 

事業者が主体となり，事業者間で共通で利用できるように調整する。市および関係行政

機関は車載器の設置等に対して，一定の支援を行う。 

 

③ 課題 

・導入コスト（システムの整備，各車両への車載器の設置等）が非常に高く，事業者へ

の負担が大きい 

・事業者間の調整 

・行政間の調整 

・導入が検討・予定されている広島・岡山両都市圏の動向との調整 
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６） 深夜バス 

① 目的・内容 

ビジネス時間の夜間への延長とベッドタウンの外縁化によって増加した深夜の帰宅の

交通需要への対応として，深夜時間帯（23 時以降等）に中心部から郊外へ運行するもの

である（通常運賃の倍額で運行されるケースが多い）。 

 

② 整備方針 

要望の多い路線に対して整備する。 

事業者が主体となり整備する。 

 

③ 課題 

・事業採算性の確保など 

 

 

 

 

７） デマンドバス 

① 目的・内容 

情報提供端末や電話等による申し込みに応じたバス運行を行うデマンドバスにより，高

齢者等の移動性の向上を図るとともに，きめ細かいバス運行の実現を可能とするものであ

る。 

デマンドバスシステムの導入は，実質的なバス待ち時間の短縮を生むなど，バスによる

移動のしやすさやバス利用のしやすさが向上し，バス利用の促進が図られるとともに，高

齢者にとっては外出回数の増加などを促すものと期待される。 

 

② 整備方針 

需要の少ない支線を対象として，導入を検討する。 

需要が分散している地域に対して導入を検討する。 

 

③ 課題 

・情報通信システム（発信機，受信機等）を構築する必要があり，導入コストが高い 
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８） 乗合タクシー 

① 目的・内容 

過疎地，交通空白地域等における乗合交通手段への需要や住民のニーズに対応するため，

乗車定員 10 人以下の自動車を使用した乗合の交通手段。デマンドタイプで運行されるケ

ースも多い。 

 

② 整備方針 

需要の少ない支線を対象として，導入を検討する。 

 

③ 課題 

・デマンドタイプでの運行が望ましいが，その場合導入コストが高い 

 

 

 

 

９） フレックスタイム制 

① 目的・内容 

「到着時間の不正確さ」はバス利用者を減少させる原因の一つであるが，フレックスタ

イム制の導入促進を啓発することにより，道路混雑のピークを平準化することができる。

その結果，道路混雑によるバスの遅れ時間が短縮され，バス離れに歯止めをかけることが

でき，利用者の増加が期待できる。 

 

② 整備方針 

市民への意識啓発と協力事業者拡大のための広報活動を実施する。 

 

③ 課題 

・協力事業者の拡大 
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６６６６....    今後の推進体制と評価の方針 
６６６６....１１１１    今後の推進体制 

（１） 推進体制 

短期・中長期施策の具体化や計画の実施にあたり生じた課題等の調整などをはじめ，本

計画を着実に推進していくため，下図のような推進体制を設けるものとする。 

■■■■（（（（仮称仮称仮称仮称））））

生活生活生活生活バスバスバスバス交通利用促進計画交通利用促進計画交通利用促進計画交通利用促進計画推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会

メンバーメンバーメンバーメンバー：：：：学識経験者学識経験者学識経験者学識経験者、、、、市民団体市民団体市民団体市民団体（（（（利用者代表利用者代表利用者代表利用者代表）、）、）、）、関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関、、、、

公共交通事業者公共交通事業者公共交通事業者公共交通事業者

■■■■（（（（仮称仮称仮称仮称））））計画推進調整会議計画推進調整会議計画推進調整会議計画推進調整会議

メンバーメンバーメンバーメンバー：：：：公共交通事業者公共交通事業者公共交通事業者公共交通事業者、、、、福山市福山市福山市福山市

必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ，，，，運輸局運輸局運輸局運輸局，，，，広島県広島県広島県広島県，，，，警察等警察等警察等警察等

行
政

議
会

意見

報告

検討組織

報告

意見

意見

計画推進計画推進計画推進計画推進にあたりにあたりにあたりにあたり，，，，個別事項個別事項個別事項個別事項についてについてについてについて事務事務事務事務レベルでのレベルでのレベルでのレベルでの

協議協議協議協議のののの場場場場とするとするとするとする。。。。

 

図 今後の推進体制（案） 

 

（２） （仮称）生活バス交通利用促進計画推進委員会 

「（仮称）生活バス交通利用促進計画推進委員会」は，学識経験者，市民団体（利用者

代表），関係行政機関（国土交通省，広島県，警察等），公共交通事業者（バス事業者，タ

クシー事業者等）により構成される。行政からの諮問を受け，その内容に対してそれぞれ

の立場から意見や助言を行う。 

また，国の動向をふまえる中で，国が検討している（仮称）地域公共交通会議の創設な

ど新たな組織体制への移行を含め，必要な措置を講じる。 

■主な協議内容 

・中心部循環路線の導入への意見 

・維持路線選定への意見 

・廃止候補路線の公表等への意見 

・退出路線対応調整等への意見 

 

・住民主体路線への意見 

・利用促進施策推進への意見 

・個別施策の評価，フォローアップ 

          ほか 

 

（３） （仮称）計画推進調整会議 

「（仮称）計画推進調整会議」は，ゾーンバスシステムや生活バス交通網の検討，廃止

路線への対応，また，利用促進の個別施策等の具体化を検討するための事務レベルでの検

討組織であり，行政に限らず，バス事業者等からの提案等を受け，その内容に対し共同し

て対策等の検討を行うものである。 
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６６６６....２２２２    評価の方針 

（１） 計画評価の考え方 

生活バス交通利用促進計画の推進については，様々な個別事業を実施していくこととな

るが，実効性を確保するために，必要性や効率性，効果等の観点により，各種の評価を行

う。 

 

（２） 計画評価の視点 

本計画の効果は，利用者数の変化や利用者満足度，バス利用圏域の増減，バスの定時性

の向上，環境負荷の軽減など，様々な視点で評価することが望ましい。 

今後，これらの評価視点を整理する中で，バス施設等の箇所数，整備延長，整備台数等

のアウトプット指標による評価だけでなく，利用者の満足度や環境負荷の低減量などのア

ウトカム指標による評価を行う必要がある。 

 

 

（３） 評価と見直し 

本計画は，アンケートなど市民意向を考慮し策定されたものであるが，バス利用促進に

対する各施策の有効性については，フォローアップ調査等により検証を行い，評価の結果

によっては，計画の部分的な見直しを行う。 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 資 料 編 － 
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１１１１....    福山市生活バス交通利用促進計画策定委員会 
１１１１....１１１１    福山市生活バス交通利用促進計画策定委員会設置要綱 

（名称） 

第１条 本会議は，福山市生活バス交通利用促進計画策定委員会（以下「委員会」という。）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は，市民生活を支える交通手段の確保を図るため，バス交通のあり方や利用促進

の方策等の検討を行い，バス交通利用促進計画案を作成し，市長へ報告する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は，委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体から推せんを受けた者 

(3) 公共交通事業者 

(4) 関係行政機関等の職員 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱又は任命の日から計画案の作成終了の日までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，委員の互選による。 

３ 委員長は，委員会を総理し，委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は，委員長が欠けたとき 

 は，その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。 

２ 委員会に委員が出席できないときは，当該委員の委任する者が出席できる。 

３ 委員長は，必要と認める場合，委員以外の者を委員会に出席させることができる。 

  

（事務局） 

第７条 事務局は，建設局建設政策課に置く。 

 

（その他） 

第８条 本要綱に定めのない事項について必要が生じた場合は，その都度委員長が別 

 に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は，２００５年（平成１７年）７月１９日から施行する。 
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１１１１....２２２２    委員名簿 

 

所  属 役  職   名  前   備 考 

福山大学工学部 教 授   井上 矩之   委員長 

福山商工会議所 副会頭   藤井 基博    

連合広島福山地域協議会 事務局長   藤本 和士    

福山市自治会連合会 副会長   多木 省自    

福山市女性連絡協議会 副会長   三原 三恵子    

福山市社会福祉協議会 事務局長   岩村 寿夫    

中国バス株式会社 取締役社長   濱岡 康正    

鞆鉄道株式会社 代表取締役社長   林  和子    

井笠鉄道株式会社 常務取締役   藤原 秀敏    

西日本旅客鉄道株式会社 

岡山支社 
総務企画課長   豊後 博己    

広島県東部タクシー協会 会 長   佐藤  逞    

国土交通省中国運輸局 旅客第一課長   松枝 重義    

国土交通省中国運輸局 

広島運輸支局 
支局長   大碇 誠明    

国土交通省中国地方整備局 

福山河川国道事務所 
所 長   齋藤  実    

広島県地域振興部 

管理総室 
交通対策室長   川埜  亮    

広島県福山地域事務所建設局 局 長   谷岡  隆    

広島県福山東警察署 交通官   名越  豊    

福山市 助 役   岡﨑  忞   副委員長 

福山市 建設局長   岸田 明史    

福山市 建設局参与   三宮  武    

（順不同） 
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１１１１....３３３３    会議経過 

 

回数 開催日時 議 題 概 要 

第 1 回 
2005年（平成 17年） 

8月 8日（月）14:00～ 

1.委嘱状交付 

2.策定委員会 委員長・副委員長の互選 

3.生活バス交通利用促進計画策定について 

（公共交通・生活バス交通の現状および課題の整

理，アンケートの実施方針） 

4.その他（休・廃止路線への対応について） 

第 2 回 
2005年（平成 17年） 

12月 1日（木）14:00～ 

1.アンケート集計結果について 

2.生活バス交通利用促進計画策定について 

（バス交通ビジョンと基本方針，路線体系の考え

方，バス交通維持のルール化，住民主体路線の

創設） 

3．その他（廃止路線への対応について） 

第 3 回 
2005年（平成 17年） 

12月 26日（月）10:00～ 

1.生活バス交通利用促進計画策定について 

（路線構築の方針，最低需要の基準に満たない場

合の対応，退出路線の申し出があった場合の対

応） 

2.その他（廃止路線への対応について） 

第 4 回 
2006年（平成 18年） 

2月 7日（火）10:00～ 

1.生活バス交通利用促進計画策定について 

（ゾーンバスシステムの導入，中心部循環路線の

導入，利用促進施策の推進，今後の推進体制と

評価の方針） 

2.「利用促進計画」素案に対する市民意見の募集 

方針について 

3．その他（廃止路線への対応について） 

第 5 回 
2006年（平成 18年） 

3月 17日（金）9:30～ 

1. 「利用促進計画」素案に対する市民意見の募集 

結果について 

2. 生活バス交通利用促進計画（案）について 

（計画書のまとめ，市長への報告） 

3.その他（休・廃止路線への対応について） 
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２２２２....    用語解説 
 

用  語 解  説 

モータリゼーション 「自動車社会化」を意味する言葉である。一般的には自動

車の大衆化，すなわち「生活必需品としての自動車（=自家用

車）の普及」という意味で使用されている。 

乗合バス規制緩和 2002年（平成 14年）2月以前，乗合バス，タクシー事業に

おいては，法律上（道路運送法）の事業参入要件の一つとし

て，需給調整規制が採用されていた。需給調整規制とは，事

業参入に関して，国が参入地域における需要（利用者数）と

供給（事業者数）のバランスを把握し，供給が多すぎる場合

には新規参入を認めないという規制の一形態である。この規

制により，事業者は事業に自由に参入することができなかっ

たが，不採算（赤字）路線から簡単に撤退することもできな

かった。 

2002年（平成 14年）2月の道路運送法の改正では，この需

給調整規制が廃止された。これが「乗合バス規制緩和」であ

り，市場原理と自己責任原則の下に競争を促進し，事業活動

の効率化，活性化を通じてサービスの向上･多様化等を目的に

実施されたものである。サービスの向上が期待される一方で，

規制の廃止により不採算（赤字）路線の廃止が容易になるこ

とから，新たな対応が求められている。 

道路運送法 道路運送事業の適正な運営および公正な競争の確保を目的

とする法律である。1951 年（昭和 26 年）制定。なお，道路

運送事業とは旅客自動車運送事業，貨物自動車運送事業，自

動車道事業をいい，「乗合バス事業」は旅客自動車運送事業に

該当する。 

一般乗合路線（4条路線） 道路運送法第 4 条に規定される一般乗合旅客自動車運送事

業の許可を持つ事業者が，一般的な乗合バス（定められた路

線を定期に運行するバス）として運行する通常の路線である。 

委託路線（21条路線） 一般貸切旅客自動車運送事業者（貸切バス事業者）が道路

運送法第 21条の例外規定により，乗合バスとして運行する路

線である。貸切バス事業者による乗合バスの運行は，「一般乗

合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において，

国土交通大臣の許可を受けたとき」のみ許可される。 

福山地域生活バス交通等

確保計画 

福山市と日常生活圏を共有する自治体により，主に複数市

町をまたがる路線についての確保を目的とした計画であり，

2002年（平成 14年）3月に策定された。 

現在，国・県の補助要綱では，この計画へ路線が位置付け

られていることが補助金交付の要件となっている。 
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用  語 解  説 

ゾーンバスシステム 都心部と郊外部の主要拠点とを結ぶ「幹線バス」と，郊外

部の主要拠点と各地とを結ぶ「支線バス」により構成され，

主要拠点に設置されるターミナルで，幹線・支線バス相互を

乗り継ぐシステムである。路線網が分かりやすくなり，また

定時性も高まるなど，さまざまな効果が期待できる。 

中心部循環路線 中心部の主な交通拠点，商業施設，公共施設などを連絡す

る循環バス路線である。利用頻度の高い公共施設や商業施設

等への回遊性を向上させ，気軽に利用できる環境をつくるこ

とにより，バス利用者の増加を図り，中心市街地の活性化や

公共交通の利用促進を目的としている。 

交通空白地域 鉄道駅やバス停からの距離が遠く，公共交通機関（鉄道・

バス）が利用しにくい地域である。 

ＮＰＯ法人 NPOとは「Nonprofit Organization（＝非営利活動団体）」

の略である。NPO 法人（特定非営利活動法人）とは，NPO

に与えられる法人格であり，1998年（平成 10年）12月 1日

に施行された「特定非営利活動促進法（NPO 法）」で制定さ

れたものである。NPOが法人格を取得することにより，社会

的にその立場が位置付けられ，自治体との事業がしやすくな

ったり，補助を受けやすくなったりするなどのメリットがあ

る。例えば市民団体が主体となり有料のバスを運行する場合，

国土交通省からは許可の条件として，公益性のあることが明

らかな団体であることや，行政上の位置付けなどが求められ

るが，NPO法人であればこれらの位置付けが明確であり，許

可が受けやすい。このため市民団体主体のバスは，NPO法人

により運行されるケースが多くなっている。 

バスレーン バスの定時性を確保するために，バス運行を他の車両に対

して優先させるために設置される車線である。代表的なバス

優先施策であり，運用方法の違いで「専用レーン」と「優先

レーン」の 2 つに分けられる。バス専用レーンは，通常，多

車線の道路において一部の車線をバス専用通行帯とするもの

である。一方，バス優先レーンは，バスが通行中は，円滑な

運行を妨げないよう優先的にバスを通行させるものである。 

ＰＴＰＳ 「Public Transportation Priority Systems（＝公共車両優

先システム）」の略である。交通管制センターが，走行してい

るバスに搭載された車載器を感知し，信号制御指令を出し，

信号交差点の青信号時間を変化させることでバスを優先的に

通行させるシステムである。 
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用  語 解  説 

Ｐ＆ＢＲ（パークアンド 

バスライド） 

郊外部のバス停付近に駐車場を設置し，マイカーからバス

への乗り換えを促すことで，バス利用を促進するための施策

である。都心部へ流入するマイカーが削減されることから，

交通渋滞の緩和も期待できる。 

Ｃ＆ＢＲ（サイクルアン

ドバスライド） 

バス停に自転車駐車場を設置し，自転車からバスへの乗り

換えを促すことで，バス利用を促進するための施策である。 

乗り継ぎターミナル ゾーンバスシステムの乗り継ぎポイントに設置されるバス

ターミナルである。乗り継ぎ抵抗を軽減し，乗り継ぎターミ

ナルの導入効果を高めるために設置されるものである。 

バス総合案内システム 鉄道からバスへ，またはバスからバスへのスムーズな乗り

継ぎ等を実現するため，駅や乗り継ぎターミナルに設置され

る案内表示板である。 

バスロケーション 

システム 

バスから収集した位置情報を集約的に把握し，バス停や端

末機器（パソコン，携帯電話等）に運行情報を提供すること

により，利用者が「バス停に，いつバスが来て，いつ目的地

に着くのか」をリアルタイムに知ることができるシステムで

ある。 

低床バス 乗客が乗降しやすいように，床面から地上面までの高さを

低くしたバスである。交通バリアフリー法では，新規に車両

を導入する際には低床バス（床面の地上面からの高さが 65セ

ンチメートル以下のバス）の導入が義務付けられている。低

床バスの中でも，ステップが１段のバスはワンステップバス，

ステップがないバスはノンステップバスと呼ばれている。 

運賃の弾力化 利用者の運賃負担を軽減するために，乗り継ぎ割引や定額

運賃の導入など，運賃を工夫することである。 

バスＩＣカード バスに搭載された「ＩＣカード読み取り装置」にかざすだ

けで運賃の支払いができるプリペイドカードである。 

カードに乗車情報が記録されることから，利用状況を把握

したり，乗り継ぎ割引を適用したりすることが可能となる。

さらに，現在多く普及している磁気方式のバスカードに比べ

て記憶容量が大きく，他の機能（商店との連携など）を持た

せることができるといった利点がある。また，何回も使用で

きることから無駄がなく，次世代の多機能なバスカードとし

て期待されている。 

急行バス 主に通勤を目的としたバス利用者のために，郊外から中心

部に向かう路線において，急行運行（一部のバス停のみ停車）

やノンストップ運行（別ルートを走行する場合も含む）を行

うバスである。 
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用  語 解  説 

深夜バス 深夜の帰宅交通への対応として，深夜時間帯（23時以降等）

に中心部から郊外へ運行するバスである。通常運賃の倍額で

運行されるケースが多い。 

フリー乗降制 バス停留所以外の場所でも，利用者の希望に基づいてバス

に乗降できる仕組みのことである。自由乗降制とも呼ばれる。 

この仕組みが利用出来る区間が，一般に「フリー乗降区間」

と称されている。「フリー乗降区間」において利用者は，乗る

時はバスに向かって手を挙げるなどの合図をすることで，降

りる時は直接乗務員（運転手）に申し出ることで，希望の場

所でバスに乗降することができる。運賃は実際に乗降した区

間の外側のバス停間の運賃を適用することが多い。 

バス停以外の場所でバスが突然停車することになるので，

市街地や交通量の多い区間には導入できない。安全性への配

慮として，周囲の車両に注意を呼びかけるためにバスの前後

にフリー乗降であることを表示したり，沿道にフリー乗降区

間であることを知らせる立て札を立てたりするケースもみら

れる。 

デマンドバス 利用者の要求（デマンド）に応じて，路線・ダイヤ・バス

停を柔軟に変えながら運行される方法が「デマンド運行」と

呼ばれている。デマンドバスとは，「デマンド運行」により運

行されるバスのことであり，需要が分散しており，固定ルー

トによる運行では利用者ニーズに応えられない地域において

導入されるものである。利用者からの要求は，情報提供端末

や電話等により行われるのが一般的である。通常の運行ルー

トに対して迂回ルートを設定し，利用者から要求があった場

合に迂回するタイプや，運行ダイヤそのものが利用者の要求

に応じて決められるタイプなど，さまざまなタイプがある。 

乗合タクシー 乗車定員 10人以下の自動車を使用した，乗合の交通手段で

ある。過疎地等の需要が少ない地域では，乗合バス（※乗車

定員 11人以上と定義されている）の運行では需要に対して供

給が過大となり，運行経費に対して十分な収益が得られず，

運行が困難になる場合がある。このような場合，乗合タクシ

ーによる運行とすることで，需要に応じたサービスの提供が

可能となる。 
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用語 解説 

ＴＦＰ（トラベル・フィ

ードバック・プログラム） 

「Travel Feedback Program（＝交通行動をかえりみるプロ

グラム）」の略であり，実施者 1人 1人に自分の交通行動の変

化が環境に与える影響を認識させることで，マイカーから公

共交通への自発的な利用転換を促すプログラムのことであ

る。 

実施者は 1 日の交通行動を記録し，その記録から CO2の排

出量等を診断する。診断結果をもとに削減目標と目標達成に

向けた行動プランを自ら作成し，実際にプランどおりに行動

する。その結果，どれだけ CO2排出量等が減少し，地球温暖

化防止に効果があったのかを身をもって体験することで，自

分の交通行動の変化が環境に与える影響を認識することがで

きる。 

ノーマイカーデー 自動車利用を控える日のことである。行政等が中心になり

設定することにより，マイカー利用者に公共交通機関への転

換機会を提供する。また転換者には継続的な公共交通機関利

用を呼びかけ，定着を図る。 

フレックスタイム制 1日の労働時間帯を，必ず勤務すべき時間帯（コアタイム）

と，その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい

時間帯（フレキシブルタイム）とに分け，出社，退社の時刻

を労働者の決定に委ねる制度である。この制度が多くの企業

で導入されることにより，朝夕の道路混雑のピークを平準化

することができ，バスの定時性の確保が期待できる。 

アウトプット指標 施策や事業に対してどのような活動を行ってきたか，何が

どのくらいできたかを計測するための指標である。バスの利

用促進施策の場合，バス施設等の年間整備箇所数，バスレー

ンの整備延長，P&BR駐車場の整備台数などが該当する。 

アウトカム指標 施策や事業を実施した結果，市民や社会経済に及ぼされる

変化や影響を計測するための指標である。バスの利用促進施

策の場合，利用者数，利用者の満足度，環境負荷の低減量な

どが該当する。 

 

 


